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第１３回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成26年11月12日（水）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成26年11月12日（水）午後０時28分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 佐々木雄司君   ２番 光成 良充君   ３番 澤   健君 

      １０番 松田  勲君  １１番 北川 勝義君  １６番 下山 哲司君 

      １８番 小田百合子君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      副  市  長  内田 慶史君      教  育  長  杉山 高志君 

      総合政策部長  池本 耕治君      総合政策部参与  小寺 康生君 

      総 務 部 長  岡本 衛典君      財 務 部 長  近藤 常彦君 

      教 育 次 長  奥田 智明君      赤坂支所長  正好 尚昭君 

      熊山支所 長  山田 長俊君      吉五支所長  楢原 哲哉君 

              木庭 正宏君      秘書企画課長  徳光 哲也君 

      総 務 課 長  入矢亓和夫君      くらし安全課長  水原 昌彦君 

      財 政 課 長  直原  平君      管 財 課 長  末本 勝則君 

      税 務 課 長  藤原 義昭君      収納対策課長  土五 常男君 

      教育総務課長  藤五 和彦君      学校教育課長  坪五 秀樹君 

              前田 正之君      中央公民館長  土五 道夫君 

      中央図書館長  三宅 康栄君              久山 勝美君 

              小竹森美宏君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  富山 義昭君      主    査  大饗  剛君 

８ 協議事項 １）事業の進捗状況について 

       ２）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        

 

消 防 本 部 
消  防  長 

中央学校給食センター 
所    長 

社会教育課長兹 
スポーツ振興課長 

消 防 本 部 
消防総務課長 
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              午前10時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから第13回総務文教常任委員会を開催させていただきたいと思います。 

 開会に先立ち、内田副市長より御挨拶をお願いしたいと思います。 

 その前に、市長のほうが、きょうは国のほうへ出張して１泊２日で行っておりますんで、き

ょうは公務が優先ということで欠席しておりますので、そのようにお伝えいたします。 

 それでは、内田副市長、御挨拶お願いします。 

○副市長（内田慶史君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） おはようございます。 

 本日は御多忙の中、第13回の総務文教常任委員会を開催いたしましたところ、委員皆様方の

出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

 執行部におきましては、今月28日から開催予定でございます12月議会定例会に向けての準備

を鋭意行っているところでございます。本日はその補正予算案等の概要説明をさせていただき

ますので、協議のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 なお、市長におきましては、先ほど委員長が申しましたように、合併算定がえの協議会、ま

た教育再生首長会議が東京のほうで開催をされますので、そのほうに出席をいたしておりま

す。本委員会を欠席となりますけれども、御了承のほどよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 それでは、これから協議事項に入らせていただきたいと思います。 

 １番目の事業の進捗状況について、執行部から説明願いたいと思います。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） それでは、総合政策部のほうから、資料に従いまして順番に

赤磐市発足10周年記念式典等について課長が説明しますので、よろしくお願いいたします。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、総合政策部の資料をごらんください。 

 １ページはぐっていただきますと、赤磐市発足10周年記念式典（案）につきまして記載をさ

せていただいております。 

 平成17年３月７日に４町が合併をいたしまして赤磐市が誕生して以来、来年で10年を迎える

ことから、平成27年３月29日、日曜日でございますが、この日に赤磐市制10周年記念式典を開
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催したいと思います。会場につきましては、収容人数あるいは駐車場等を考慮いたしまして、

山陽ふれあい公園の総合体育館フィットネスアリーナで開催をすることを想定をいたしており

ます。 

 なお、本委員会で御説明、御了承が得られれば、各計画方面に対しまして、日程等につきま

して公表を行いたいというふうに思っております。実施日、会場につきましては、先ほど申し

ましたように平成27年３月29日の日曜日、午前10時から午後の０時30分までを予定をいたして

おります。12時を経過いたしますけども、昼食なしということで式典ほうを終了していきたい

というふうに思っております。会場につきましては、山陽ふれあい公園の総合体育館フィット

ネスアリーナを予定としております。 

 式典でございますけども、内容につきましては、10時から11時15分ぐらいの間に、そこに記

載をいたしておりますように10年の歩み、これは映像で振り返るというふうな形のものを上映

をいたしまして、あとは通常の式次第に沿いまして式典のほうを行っていきたいというふうに

思っております。 

 なお、表彰であるとか感謝状の贈呈等につきましては、市民の方、市政功労あるいは一般功

労等、大体140名程度を予定をいたしております。また、来賓等につきましては、国会議員、

県知事等をお願いをしたいというふうに思っております。 

 また、第２部ということでございますが、11時半ぐらいからタレント等によります簡単なス

テージを催したいということで思っております。 

 次に、必要経費でございますけども、現在の予算を組んでおりまして、これの組み替えによ

りまして、先ほど申しました受賞者あるいは招待者等への賞状、記念品等、あるいはアトラク

ションを催すもの、これにつきまして、報償費を114万円、今予定をいたしておりますが、こ

ういったものを組み替えによりまして捻出したいと思っております。そのほかに、式典に関し

ましては、郵券料とか冊子等の印刷代、あるいは式典の管理運営費という形で一式を上げさせ

ていただいております。 

 以上が式典に関するものでございます。 

 次に、補正予算でございますが、市民バスの運行委託につきまして、債務負担をお願いした

いと思います。現在、笹岡線と北佐古田線につきましては、来年の３月で契約期間が切れます

ので、27年度から31年度までの５年間にわたりまして債務負担をお願いしたいと思います。 

 それから、企画費につきましては、先ほど申しました10周年の記念式典の報償費にかかわる

分を予算組み替えでお願いしたいと思います。 

 それから、総合計画の策定でございますが、現在編成中でございまして、これの印刷にかか

わります委託料をお願いしたいと思います。これは冊子のデザインであるとかを含めてお願い

するということで、委託料で予定をいたしております。大体、本編200ページ程度のものを

500部、概要版を２万部程度、現在予定をいたしております。これの補正をお願いしたいとい
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うふうに思います。 

 以上、簡単でございますが、総合政策部からの報告でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、質問はありませんか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 今説明いただいたんですけど、総合的にどうもつかみ切れんのですけ

ど、総合的につかみ切れるような説明をちょっと、金銭的な面とか。 

○委員長（北川勝義君） 何の。映画のこと。 

○委員（下山哲司君） いや。そうそうそう、記念式典。 

○委員長（北川勝義君） 10周年記念の。 

○委員（下山哲司君） 記念式典。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 現在、10周年の記念式典につきましては、内容につきまして

検討いたしてるところでございますけども、既に近隣で10周年等の記念式典を催しているとこ

ろも見させていただいております。かなり費用をかけまして大きなステージなんかを催してお

りますけども、本年度の当初予算の段階におきまして、記念式典を27年度というふうなことも

想定の中にありましたので、今回やはり該当年度、26年度中に行うのがいいのではないかとい

うことで、現在予算の組み替え等もお願いしながら計画を練っているところでございます。ま

だ詳細につきましてはできておりませんけども、今そこに掲載しておりますように、記念式典

を、通常の流れでございますが、功労のある方々を表彰、顕彰しながら、来賓の方にお祝いを

いただくというような形で思っております。 

 また、２部のアトラクションにつきましても、余り派手な形ではなくて市民の方に喜んでも

らえるような形で今思っておりますので、費用的にも余りかけないような形で組んでいきたい

というふうに思っております。詳細につきましてはこれから中身を詰めていくということでご

ざいますので、本会におきましては、日程の３月29日、それから場所でありますところのふれ

あい公園の体育館というところの御了解をいただければありがたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 前回の委員会のときに部長が、次の委員会にはきちっとした予算面、
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あれを説明するからということで、ほんなら楽しみにしときますからというて終わっとるはず

よ。ほんなら、これもまだ途中なんじゃな。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 予算面につきましては、表紙をはぐっていただきましたとこ

ろで、大体このぐらいのところでやらせていただきたいというふうに思っておりますし、それ

から式典の流れにつきましても、ここへありますような形でやらせていただきます。ただ表

彰、感謝状等の該当者につきましては、これから具体的に選考はさせていただく予定でござい

ます。全体の流れとしましてはこういう形でやらせていただきたいと思います。また、来賓、

御案内をする方々につきましても、これから案内状の作成なり人選をさせていただきます。 

 日にちについては、いろいろ前の委員会にもお話をさせていただきましたけれども、ここぐ

らいでやらせていただくということで、正式に内部でも決めさせていただきました。それか

ら、近隣の市町村につきましては、既に終わっとるところもありますし、それからこれから日

にちを決めるとこもございますけれども、大体３月ぐらいに最終的にやるところが多いという

ことでございます。私どもが今調査しておるところでは、３月29日については赤磐市が１つだ

けのような感じがいたします。そういうことも含めまして、この日にちにさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 式典の流れにつきましては、大方はこういう格好でやらせていただきます。個々については

これから人選等をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） この前言うたのは、予算面じゃな。映画も記念事業じゃということで

説明しとるわけじゃから、じゃから総合的に、最終的にどういう記念事業に関してお金を使う

んならというて言うたら、次の委員会にはきちっと説明しますから言うて終わっとろう。覚え

とんじゃろ。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 記念式典についてのお話のように捉えておりましたけれど

も。記念事業につきましては、27年度になりまして、それぞれのイベントの調整、あるいは映

画につきましても10周年の記念ということで協賛するような形にいたしますけれども、事業に

つきましては27年度実施をする、それぞれのイベントがございますので、それを上手に活用し

てしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 記念事業も記念式典も一つのもんじゃと捉えとんじゃけどな。記念の



- 6 - 

関係でするんじゃろ。当初1,500万円という予算を打ち出しとって、その内容の説明をしてほ

しいということでお聞きをしとったはずなんじゃけどな。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員は記念映画の「種まく旅人」のことが聞きてえということ

を言わりょうるわけじゃろ。 

○委員（下山哲司君） いやいや、全体、全体。 

○委員長（北川勝義君） じゃけえ、全体じゃったら、赤磐市の発足10周年の記念式典という

のは、説明はこれで十分じゃと思うんじゃ、式典については。式典と記念事業というたら年度

も違うんじゃし、予算上のことも違うんじゃけど、それ一緒になっとるというのは、パンフレ

ット、そんなん一緒じゃけど、映画自体というのは全然全く別物じゃからな、式典と。じゃ

け、聞くんじゃったら映画のことで聞いていただかにゃあ。式典は式典で聞いてあげにゃあ、

ちょっとややこしゅうなるけん。前回のときには映画の話をしたから映画のことを聞きょうた

んじゃねえかなと僕はそうとっとんじゃけど、式典までの話はこれじゃと思うたんじゃ。ちょ

っと整理しちゃってください。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） いや、記念事業の中に式典があるんじゃと僕は思うとんじゃけど。じ

ゃから、10周年記念事業というものは全部ひっくるめたもんが記念事業で……。 

○委員長（北川勝義君） そんなことを言うたら全部じゃがな。 

○委員（下山哲司君） いや、10周年のためにするというんだったらそうじゃと思う。そうい

う理解をしとんじゃけど。 

○副委員長（松田 勲君） この前は式典の話をされようたと。その中で具体的に……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 若干説明不足なり行き違いがあると思いますけれども、考え

方として、26年度につきましては記念事業っていいますか、赤磐市の10周年をどういうふうに

するかということで予算を組ませていただいております。それで、記念式典とイベントという

ふうな捉え方をいたしております。それで、記念式典もイベントも27年度の予定でございまし

たけれども、記念式典だけはよそ様と同じように合併した年にやらせていただきたいというこ

とで、26年度の最終の日曜日にやらせていただくということでございます。イベントにつきま

しては27年度の予定でございます。これもそれぞれイベントがありますので、それを上手に活

用したイベントをこれから計画していきたいと思います。そういうことでございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 
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○委員（下山哲司君） 式典に関してはそれでいいです、もう。これで見たら大体そういうも

のなんだろうという。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） 結構です。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、僕聞かせてもらう。 

○委員（下山哲司君） また後で。 

○委員長（北川勝義君） １つ、アトラクションというとこで、タレント等によるステージと

いうのを２部で書いとろう。きょう、ちょうど車で来ょうるときに、備前市の10周年のニュー

スをやりょうたんじゃ。その中で、ちょっと違うとるかもしれんのんじゃけど、僕が聞いたの

は、市民団体が第九みてえなのを歌うんじゃと、コーラスでというて。三宅何という名前じゃ

ったかな、女の人じゃって、するというて。じゃから、僕も別にタレント呼ぶのはええんじゃ

けど、タレント反対言よんじゃねんじゃけど、さっきも人権の言ようた60万円ぐれえ言うたら

おえんけど、60万円のタレントじゃったら、そうびっくりしたタレントさんが来るとか、赤磐

の出身の人が、何でもええわ来てやってくれるんじゃったらええんじゃけど、藤原浩でもええ

んじゃけど、そういうあれじゃねえと思うんで。できたらそういう人もええんじゃけど、タレ

ントで使うよりは、ポレポレのやこう、今皆来てからコーラスしてくれたり、赤坂もしてくれ

たりやりょうるが。市民団体という、そういなんをするほうがええんじゃねんかなと思うんじ

ゃけど、どんなんですか。それは、タレントというて何百万円もええのが来るんじゃったらえ

えけど、ぼっけえことはなかろう60万円のタレント、失礼な言い方しょんじゃけど。今思う

た。よそのことはわからんのんじゃけど、備前市のは、きょう10周年のラジオで言ようたの

を、市民のほうが盛り上がったというのがええんかなとちょっと思うて、きょうもちまたも言

うたらおやじバンドや何やかんやというのもあるし、そういうとこ出てもろうたら、何かかか

わった、10周年をみんなで参加して市民型の10周年になるんじゃねえかな、タレントをすげえ

のを呼んできたらまた別よ。そう大したことねえ言うたら失礼な言い方じゃけど、大したこと

ねえんじゃったらと思うんですけど、どんなですか。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 御指摘のとおりでございまして、何百万円もかけるとタレン

トの有名な方でお客さんもたくさん入るんですけれども、予算的なものもありますので、60万

円にさせていただいております。 

 それで、どういう格好でするかというのは、タレントを含めてどういうステージにするかと

いうのは我々の執行部の中でもまだ今意見を闘わせておりまして、おっしゃるように60万円程

度の有名タレントというのはなかなか難しい場合もありますので、そういうことを含めて、ま

だ執行部の中でも意見の論議をやってますとこなので、もう尐し十分検討したいと思います。

おっしゃるとおりでございますので、そのあたりは検討させていただきますので、よろしくお
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願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと部長、執行部はいっつも副市長が言われるが、近隣市町村

のどうのこうのというて。大体近隣市町村、10周年、美作でやっておりますが、どんなかっ

た、よそは皆どんなかったん。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 高梁とか美作市、それから瀬戸内市、３市を見させていただ

きましたけども、１部と２部と分かれておりまして、２部につきましては午後からかなり時間

をとってるところもありました。やはりタレントの方、歌手の方等を呼んでかなり派手にやら

れてるとこもありますし、それから先ほど言われましたように、地元のいろんなグループの方

が出てこられて盛り上げてやっておられるとこもありました。そういったことも含めまして、

赤磐市でも、先ほど言いましたように大きなイベントは27年度というようなこともありました

んですけども、予算的なことで、できるだけ式典につきましては余り派手にならないような形

での開催をしたいということでございますので、先ほど委員長が言われましたようなことも含

めまして検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 もう一個、10年の歩みの映像というのはもう大体できとん。 

 徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） これにつきましてはまだできておりませんが、残念ながら赤

磐市においては映像で記録しているものが余りありませんので、主に写真を使ったスライドシ

ョーというんですか、そういったものを今は想定をいたしております。 

○委員（佐々木雄司君） 結婚式で……。 

○委員長（北川勝義君） ああああ、披露宴でやる。映画じゃねえ写真のという意味。僕は、

じゃけんこれから言ようたら、３月じゃけんできとかにゃあ困ろうなと思うて、10年の歩み、

今ちょっと思うたんが。ほんなら、よその合併していろいろ事業したときのイベントじゃとか

写真があったら出すということ。 

○副委員長（松田 勲君） スライドショー。 

○委員長（北川勝義君） スライド、ああそうか。映画と言うけん、映像言うけん……。 

○委員（下山哲司君） そりゃあ、記録映画じゃ。 

○委員長（北川勝義君） 映像言うけん、何とのう思うて。 

 できたら、もし思うたんが、映像でできたんじゃったらどうせＤＶＤにするが。したら各支

所へというたり、皆使わせてあげて、よう公表すりゃあええんかなとちょっと思うた。ああ、

それじゃったらよろしい。余り価値がねえわ。 

 はい、佐々木委員。 
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○委員（佐々木雄司君） おはようございます。 

 済いません、今スライドショーとかいろいろ御企画を御検討いただいてるようなんですが、

もうちょっと何とかなんないんですかね。何か迫力に欠けるというか、10周年になってやるん

だということで非常に前向きというか、前のめりになっている割には体は前に出ようとして足

がついてきてないというか、何かそのイメージを受けてしまうんですが。何かさらにこんなこ

と、こういう条件が整えばもっとできるんですが今限定された条件の中なんでこれが精いっぱ

いなんですとか、ここのところが、例えばもっと予算があればもっと大きなことができるんで

もうちょっと予算何とかなりませんかとか、何かそういう発展的というか前向きなお話ってい

うのはないんでしょうか。何か我慢に我慢を重ねて、縮こまって縮こまってやっているような

イメージを受けてどうも仕方がないんです。何かそういうような打開策みたいなのはお持ちじ

ゃないんでしょうか。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 御指摘ありがとうございます。 

 式典につきましては、粛々とやっていきたいというふうに思っております。 

 それから、御指摘のありましたイベント関係といいますか、大きな事業ですけども、これに

つきましては来年度の予算のほうにできるだけ反映をしていきたいというふうなことも思って

おりますし、それから先ほどもありましたように、映画の件につきまして、この映画の製作に

協力をするというような立場からも何かいいものができないかなと。基本的なイベントに関し

ましては、来年度の予算の中で反映をしていきたいと。これが10周年の記念事業としてはやっ

ていきたいと思います。式典につきましては、粛々と進めていきたいというふうなことを現在

思っております。 

○総合政策部長（池本耕治君） ちょっと、委員長、補足で。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 佐々木委員の言われることはもうよくわかります。 

 ただ、全体的に今年度10周年やられとる近隣市町村の状況を見まして、表彰なしのイベント

だけのところ、コンサートをばんとやってそれで終わりだけのところ、それから表彰もするけ

れども粛々と質素にやるところ、いろんなタイプがあります。全体的に見ると、やっぱりある

程度厳粛に、しかも粛々と、どちらかといえば質素な形でやってるところのほうが多いという

こともありまして、今ここでの表現は、佐々木委員が言われとるようにジャンプし切れんよう

な状況にとれるかもわかりませんけども、そのあたりも十分承知をしておりますので、もう尐

しそのあたりをうまいことできるようなことを考えていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 
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○委員（佐々木雄司君） 済いません、これはもう僕の私見といいますか、僕の考えなんで、

そういう考えなんだなという程度にお聞きいただいていていいと思うんですけど。要するに、

今後来年度の予算にかかわってくる10周年に関係するイベント、こういったものに関して予算

の御心配をしていただいているところが強くあるのかなと思ったりもするんですけど、このイ

ベントが10周年を記念するんだということだけでやったら、これはもうそこで終わっちゃう、

消費して終わりなんだと思うんです。でも、この10周年のイベントというものを外部に発信し

て赤磐市の名前を売るんだとか、これに、例えば桃の販売の時期に合わせて桃の販売につなげ

て赤磐のブランドをもっと推進するんだということになれば、これは産業振興の部分との、要

するにブランド化の投資とかにも使えてくるわけで、そうなったらちょっとまた違った予算の

使い方ってできるじゃないですか。そういうような、ほかのことに、例えば児童虐待の問題に

してもそうだし防犯の話にしてもそうだし、何かそういったものとイベントを絡み合わせるこ

とによって、消費するだけのイベントではなくて赤磐市の魅力を外に発信できる、ＰＲの機会

として使うことができるならば、もうちょっと予算というのが大きくとれて、ジャンプし切れ

ないというように表現されていらっしゃいましたけど、もうそこびょんとジャンプして、お、

飛び上がったなというような、周りが見て、お、頑張ったなと躍動感あるような、そんなんを

何かできるんじゃないかなと思ったりもするんで、ひとつお考えの中にもし機会がありました

ら取り入れていただけたらいいなと思ったりもしてます。これは僕の考えだけなんで、そんな

考えもありますよというようなことでお聞きいただいておけば結構です。ありがとうございま

す。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、次に移らせていただきたいと思います。 

 それでは、総務部のほうお願いします。 

○総務課長（入矢亓和夫君） 委員長、総務課長入矢です。 

○委員長（北川勝義君） 入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） 失礼します。 

 まず、総務課のほうから説明いたします。 

 資料のほうをごらんください。 

 総務課のほうからは、人事院勧告への対応についてと職員人件費に係る予算の補正について

ということでさせていただいております。 

 資料の中身のほうを見ていただきます。お願いします。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと大きい声で言うて。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。まず１つ目が、人事院勧告への対応でございます。 

 国の人事院勧告に準ずる措置といたしまして、平成26年度に係る給与改定のための赤磐市職
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員の給与に関する条例の一部改正をさせていただきたいと考えております。人勧による影響額

ですが、給与改定に伴う共済費の増額部分も合わせまして、市全体では4,449万円程度の増、

うち一般会計分は3,840万円程度の増と見込んでおります。 

 内容的には、まず月例給ですが、給与表の行政職給料表１の該当職員ですが、若年層に重点

を置いて引き上げを行います。改定率は0.3％程度ということになっております。その他の給

料表も行政職給料表１との均衡を基本に改定を予定しています。適用時期は26年４月１日にさ

かのぼって適用という予定としております。 

 それから、通勤手当ですが、使用距離の区分に応じて、10キロ程度でしたら100円、それか

ら60キロを超えたら7,100円という幅で引き上げを考えております。こちらも26年４月１日か

らの適用となっています。 

 それから、期末勤勉手当ですが、支給率の改定ということで、こちらも民間の支給割合に見

合うよう引き上げて、3.95カ月分を4.10カ月分、0.15カ月分の引き上げとなっております。引

き上げ分は12月の勤勉手当のほうに配分する予定としております。それから、その他として、

期末勤勉手当の関係ですが、26年４月１日からは給料月額のほうが改定されますので、それに

合わせて６月分も差額として増額となる予定です。 

 それから次に、２ページ目ですが、共済費につきましては、月例給とボーナスの引き上げに

よりまして共済費のほうにも差額が生じることになります。 

 それから、２つ目の職員人件費に係る予算の補正といたしまして、12月の議会のほうで人事

院勧告に対応する関係の増額と合わせまして、人事異動による支出費目の変更調整と昇格、そ

れから育休とか病休者の関係の影響による増減に係る職員人件費の予算の補正のほうをお願い

したいと考えております。補正の内容は、市全体では4,724万円程度の減額、それからうち一

般会計分は388万円程度の減額。総務管理費では、配属等の関係で人数等がふえておる関係も

ありまして、1,394万円程度の増額という予定となっております。 

 総務課からは以上です。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原課長。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） くらし安全課から１点お願いいたします。 

 12月議会で補正予算の計上を予定しております災害等共済保険金の歳入予算措置について御

説明いたします。 

 総務部資料の表紙のほうをごらんください。 

 今回の歳入補正予算につきましては、平成26年７月19日14時39分ごろ発生いたしました落雷

によりまして、防災行政無線施設地区遠隔装置、赤坂と熊山分の罹災修理に要しました公有建

物災害共済基金11万1,000円を雑入として災害等共済金保険金として補正するものでございま

す。こちらにつきましては、後ほど財政課からの説明の予定の中の１件となっております。 
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 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、何か質問はありませんか。 

○委員（澤  健君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員。 

○委員（澤  健君） 済いません、ちょっとよくわかんないんですけど、職員人件費に係る

予算の補正についてのところで、補正内容は市全体では4,724万円程度減額になって、うち一

般会計は減額になると、で総務管理費はということで書いてあるんです。ここのところがよく

わからない。異動に伴って増額が発生するのでっていうことで前に書いてありますよね。そこ

がよくわからないので、教えていただけますか。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） これは、去年の当初予算の編成のときに去年の人数の関係を基

本に予算編成させていただいております。それから、４月になって配属等の組織を見直すとい

うか変わったとこもございますし、病院とかもがらっと変わったりして、総務管理費のついと

る職員のほうに費目のほうが変更になったりする部分もございます。そのあたりで、全体では

減っとんですけど、ここは総務関係なんで総務管理費だけでいうたら人数がふえておるという

ことで、増額になっとるものです。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（澤  健君） ちょっとよくわからん。 

○委員長（北川勝義君） 入矢課長、僕はいっつも、僕の持論じゃけど、僕もしょうたんじゃ

けど、やっぱり９月ぐれえに大体わかるが。４月に当初予算つけて６月の議会に出せというの

は無理にしても、９月ぐらいは大体事業が動くが。事業が動くんで、９月のときに僕は人件費

やこうも、例えば職員給が違うたりしたらやりょうたんじゃ。それで、今ごろ12月に、去年人

勧なかった、人勧あるときにこういうことをやるから余計ややこしゅうなるんじゃ。人勧は人

勧のときだけで12月、僕の考えで言やあ、不要な予算も要る予算もわかるが、全体数のこっち

ゃから、異動じゃから全体はぼっけえ変わらんでも、産休とかというのはあるのは別として、

わかるんで、そういなんを９月ぐれえにすべきじゃなとちょっと思よんじゃけどな、僕は。一

緒にするけんわかりにくうなると思うたんですよ。極端な話ししたら同じことじゃろ。どこへ

動こうと、入矢課長が総務から保険課長になろうと給料は一緒じゃろう。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、それでというて言うたら、配属の人数がふえたとか、今

10人おったんが３人分ふえましたとかというて、２人分ふえました、その差額じゃ言わなんだ

ら、澤委員はわかりにきいんじゃねん、今言よんのは何がどうのというの。僕もそれを言いた
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かったんで、増額になるのが、機構改革何やかんやじゃろ。 

○委員（澤  健君） ごめんなさい、この4,724万円、市全体で減額になるって言ってるの

は何が。で、一般会計は388万円ってことでしょ。残りが四千何万円減額になるっていうこと

ですよね。それは一般会計じゃなくて何から減額になるんですか、これ。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） この差は特別会計の配属しとる職員の関係。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員。 

○委員（澤  健君） その差額が特別会計ということになる。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。一般会計と全体との差は特別会計の部分です。 

○委員（佐々木雄司君） 一般会計との差。 

○総務課長（入矢亓和夫君） 全体とのですよ。 

○委員長（北川勝義君） じゃけん、要するに病院じゃとか、行っとんが尐のうなった、人数

が尐のうなった話をしょうるわけじゃろ。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） じゃ、そういう説明せにゃあわからんがというのを話ししょうる。 

○委員（澤  健君） 特別会計。 

○委員長（北川勝義君） 病院だけじゃのうて、ほかも。 

○副委員長（松田 勲君） 一般会計と特別会計に入るのが入れかわった……。 

○委員長（北川勝義君） 水道じゃとか下水の……。 

○副委員長（松田 勲君） 入れかわる……。 

○委員（澤  健君） これは、要するにトータルで減ってるってことでしょ、人員が。だか

ら、その分が四千幾ら減ると。特別会計の人員が大きく減ったということなんですか。そうい

うことなんですか。 

○委員長（北川勝義君） 違う、それは違うとこあろう。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） そうです。特別会計も含めた市全体の会計の減額分が4,724万

円、一般会計分だけでいうたら388万円だけ。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、4,700万円減ったん何で減ったんならというて聞きょん

じゃが。じゃから、正式に言うたら6,000万円から減ったわけじゃろ、特別会計で言うたら。

特会減っとんじゃろ。合わせにゃおえんから。 

○総務課長（入矢亓和夫君） そうです。 

○委員長（北川勝義君） どこで減っとんならというん、人数が変わった。 
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○総務課長（入矢亓和夫君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） やっぱり大きいのは病院の関係ですね。 

○委員（澤  健君） ああ、そういうことなんですか。わかりました。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません。人事院勧告の対応についてお尋ねをするんです。 

 こういった勧告が出てるっていうのはニュースなどで事前に存じ上げておりましたが、この

ようにされるんですよね。されるんですよね。されるんでも、今私たち赤磐市の一般税収がた

しか46億円ちょっと。それに対して人件費が40億円ぐらい使っていて、収税使用率、多分91％

ぐらいになると思うんです、収税使用率が。一般税収に対する割合ですよ。人件費が91％使っ

てるわけですよ。近隣市町村に比べると、これは僕が前々からお話をさせていただいているん

ですが、市民１人当たりに対する職員の数というのが、それは当然ながら基礎自治体として最

低限の職員数は確保しなければいけないにしても、類似するような同規模の市町村に比べる

と、やっぱり280人から300名ぐらい多いと僕は推数を立ててるんです。 

 そういう中で、財務部が出してくださっているこの一番最後のページ、平成27年度当初予算

編成方針概要版というのがあるんですが、この中に人事政策が含まれてない。行政改革するん

ですよね、うち。ここに書いてあるとおり、総合計画の着実な推進の中の(6)番の中で財政基

盤の安定したまちづくり、行財政を行うんだというふうに書かれているということになれば、

財政基盤を安定させるために人事政策進めるんですよね。たしか去年６月の議会の中でも市長

はそのようにおっしゃられたはずなんです。人事政策やるんだと。その人事政策のところの方

針がこの中に出てきていないにもかかわらず、給料だけ上げるんですか。勧告だから仕方ない

にしても、上げなきゃいけないんであれば、全体の予算というものを下げるための努力として

こっちに出てこなきゃいけないんじゃないんですか。そこら辺、財務部と一緒にお答えいただ

きたいんですけど、どんなんでしょう、考え方として。 

○総務課長（入矢亓和夫君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 入矢課長。 

○総務課長（入矢亓和夫君） 失礼します。 

 人事政策、定数削減等については、定員管理計画の見直し等も昨年行いまして、人数を削減

していく方向ではさせていただいておりますし、ことしもその計画に乗って対応をしていると

ころでございます。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、財務部さん、ここのほうに、重点課題の推進の中にそう

いったのが入ってこなきゃいけないんじゃないんですか。 
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○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○財政課長（直原 平君） 一番最後のところで説明しようと思っておりましたのが、当初予

算編成方針、これで佐々木委員のほうからただいま御質問がございましたけれども、財政課の

資料の３ページをごらんになっていただきまして、これにつきましては、10月１日に各部長宛

てで財務規則第15条にのっとりましてお願いをしたわけで。ここの基本方針の２番を見ていた

だきますと、中長期財政見通しを視野に入れた財政構造の強化、第２次赤磐市行財政改革大綱

の確実な推進ということで、そこに書いております90％以下、一般財源ベースで６億円、これ

につきましてはアクションプランの内容でございます。予算編成方針の中にもこういったこと

で行財政改革の項目は盛り込んでいると。先ほど佐々木委員がおっしゃいました６番の財政基

盤の安定したまちづくり、これにつきましてもございますけれども、その下の４つの重点課題

につきましては、市長が昨年から目標に掲げておられます教育の改革、産業の振興、それから

企業誘致、10周年、先ほど来年度に重点を置いてやりますということの10周年ということで通

知を申し上げたところでございまして、佐々木委員がおっしゃいます行財政改革の関係は基本

方針の２番に明記しております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） 他にないということで、次に移らせていただきます。 

 それでは、財務部のほうで説明願いたいと思います。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 財政課のほうでは、今回一般会計補正予算（第３号）に計上いた

します財政課の関係を上げさせていただいております。 

 １番から順番に説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、ページ１ページ目でございますけれども、がんばる地域交付金の概要ということでご

ざいまして、地域活性化効果実感臨時交付金ということで、通称はがんばる地域交付金という

ことでございますけれども、この交付金につきましては、当初予算で上げてないということ

で、今回計上をさせていただくものでございます。昨年の国の補正予算によります公共事業等

の赤磐市の地方負担額を基礎といたしまして交付限度額が算定されまして、本年度、26年度に

臨時交付金として交付されるものでございます。昨年も元気交付金というものもございまし

て、手法としてはほぼ同じ手法でございますけれども、今回につきましては、そこの限度額の



- 16 - 

基礎というところに書いてございますように、赤磐市の負担額を基礎といたしまして財政力を

勘案した調整が加わっております。その限度額といいますのが、そこに書いております地方負

担額が、１次分、２次分を合わせまして5,294万4,000円、この事業でございましたけれども、

これに赤磐市の交付率25.2％を掛けたもの、すなわちこれが1,334万2,000円ということになり

ますので、これにつきましては限度額の確定を８月８日にいただいております。この事業を５

番目に書いておりますけれども、平成26年度、既に当初予算化しております小規模の土地改良

事業の農業用水路整備事業、この農道改良事業のほうへ財源振り替えを行いまして、一般財源

から交付金に財源を振りかえるというものでございます。 

 続きまして、２番目になりますけれども、第３号の補正予算につきましては、先ほど総務課

のほうからもございました職員の人件費等、これを中心に、補正額は6,471万1,000円でござい

まして、その財源調整を行った後の財政調整基金につきましては、今回で3,797万8,000円を減

額ということにさせていただきまして、財源を調整させていただきたいと思っております。 

 続きまして、３番目でございますけれども、ページの２ページ目をごらんください。 

 先ほどくらし安全課のほうからも防災無線の被害の関係が述べられましたけれども、２ペー

ジにおきましては、去る７月19日に発生いたしました落雷によります被害状況、これは全て総

務文教委員会関係でございますので、今回財政課のほうで取りまとめをさせていただいたもの

でございます。各施設ごとの共済給付金につきましては、今回の補正予算にそれぞれ計上させ

ていただいております。 

 簡単に説明をさせていただきますと、予備費、これにつきましては、９月の当委員会でお願

いをしておりますけれども早急に事業を実施する必要があることから、予備費のほうを合計で

2,025万円充当をさせていただいておりまして、それぞれの施設に係ります工事額につきまし

ては2,035万9,296円。それに対しまして、全国自治協会からの共済給付確定額は1,990万

1,563円ということでございまして、若干修繕費等と共済給付金の差額が生まれますけれど

も、これにつきましては避雷器、これは笹岡小学校でありますとか高陽中学校に今後の対策と

いたしまして避雷器をつけたということで、これはちょっと共済の対象になりませんよという

ことで、その差額が45万7,733円発生しております。これらにつきまして、教育費、それから

管財課の関係、中央公民館の関係、くらし安全課の関係と、４つのところで合計で1,989万

9,000円という予算を歳入のほうで計上をさせていただいておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 続きまして、最後になりますけれども、先ほど申し上げました来年度の当初予算編成方針、

１枚の紙で申しわけございませんが、概要版ということでつけさせていただいております。 

 これにつきましては、例年どおり10月１日、各部長宛てに財務部長から編成方針作成要綱、

こういったものをお願いをしておるところでございまして、基本方針といたしましては、総合

計画、現在作成中でございますので、旧赤磐市総合計画に掲げます「人“いきいき”まち“き
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らり”」の実現に向けてということで、６つの大綱の視点に立っての予算編成をお願いします

ということでお願いをしております。 

 それから、２番目につきましては、行財政改革、特にアクションプランの一般ベースで６億

円、これの数値目標を必ず達成するようにということで通達をいたしております。 

 それから、重点課題につきましては、昨年と同様になっております。教育の改革、産業の振

興、企業の誘致、それから市制施行10周年ということで、来年度市制の10周年、先ほどの協議

にもございましたように、イベント等、それから赤磐市をアピールしていくような、そういっ

た事業を組んでいきたいということで皆様にお願いしておるところでございます。 

 簡単ですが、当初予算編成は以上で終わらせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、何か質問はありませんか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、２点あります。がんばる地域交付金についてと当初予

算編成、最後のページ、概要版についてです。 

 まず、がんばる地域交付金の概要についてお尋ねをいたします。 

 ５番の活用方法、赤磐市の方針として、平成26年度当初予算化している小規模土地改良事業

の農業用水路整備事業及び農道改良事業への財源振り替え対応とするということなんですが、

これ農業に使うって決めたのはどういう理由なんですか。これしか使えないんですか、このが

んばる地域交付金。たしか違ったと思うんです。いろいろ活用幅あったと思うんですが、その

中でこれに御使用になられた、決定されたというのはどういう理由なんでしょう。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 昨年の、元気交付金の前は、先ほど申し上げましたように赤磐市

の場合７億450万円というところで交付金が交付されております。今回につきましては、国全

体の予算規模も870億円ということでございまして、その中で本市が該当しておるものが

1,334万2,000円ということでございます。 

 どうしてこの事業かというところなんですけれども、これにつきましては、３番の充当対象

事業のところを見ていただければと思うんですが、そこに26年度予算に計上され実施される事

業で地方建設債の発行対象となるものというところがございまして、額的にも1,334万2,000円

ということで、１つの事業に充てたらもうそれで交付金終わってしまいますよというような関

係で、今回は小規模土地改良事業の農道改良、それから農業用水路の整備事業のほうに充てさ

せていただくと。それでもう終わってしまいますので、そういった形で選定をさせていただき

ました。 
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 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） わかりました。 

 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 今のほうありがとうございました。 

 続いて、27年度当初予算編成方針概要版、この中の基本方針の２の中で、中長期財政見通し

を視野に入れた財政構造の強化及び第２次赤磐市行財政改革大綱の確実な推進ということで、

平成27年からということでその他お書きいただいてるんですが、一番最後のところに行財政改

革を推進すると書かれているんですが、済いません、確認のためにもう一回ちょっと教えてい

ただきたいんですが、行政改革をなぜ推進するんですか。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） なぜということでございますけど、アクションプラン等の作成の

折にも……。 

○委員長（北川勝義君） 安定した財源確保するためじゃねえか……。 

○財政課長（直原 平君） 説明させていただきましたけれども、御承知のように、新聞等で

また交付税のカット分の６割をまた確保というような新聞記事も出ておりますけれども、一昨

年度……。 

○委員長（北川勝義君） 長期安定した財政をするためじゃろ。そねん難しゅう。 

○財政課長（直原 平君） 済いません。そういったことで、20億円減額になるということで

すから、市長も昨年の所信表明で行革を進めていきますということを申されております。そう

いったことで、まずここに行革を２番目に持ってくるということで、財源の確保ということで

ございます。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 多分、今のお話というのは不足する財源を補うためにこういった行

財政改革をしっかりとやっていくんだというお話なんだと思います。それはそのとおりだと思

いまして、だからこそこの基本方針の着実な推進ということで、(1)から(6)まで、こういった

ようなものをやっていきますよと、そのための財源を確保してまいりますよと、こういう話な

んだと思います。プラスアルファ、市長の方針として、重点課題の推進ということで、(1)か

ら(4)まで、４つの項目がさらに加わってくるということなんでありましょうけども、今の状

態で20億円というか、財政不足が懸念される中で、行政改革、財政改革努めなければいけない

という話の中で、市長は新たに４つの項目というものを赤磐市の市民サービスとして推進する
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と、こうおっしゃられているわけですよ。どこに財源あるんですか、これ。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 一般財源につきましては、もう交付税等で、税収等で賄われるも

のでございますから、よっぽどのことがない限りふえはしないということになりますけれど

も、そこの３ページの重点項目の推進の途中に書いてございますように、財源につきまして

は、国、県補助の有効活用や経常経費の削減で生み出されたものをこの４つの事業に充てると

いうことで、基本方針にはそういうことで取り組んでおります。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、報道などでいろいろ言われていますけども、今確定事項

として20億円、で６億円頑張りますよと。残り14億円足らないのに、経常経費削減でどうやっ

て生み出すことができるんですか。できない約束をここに書いてるんですか。 

○委員長（北川勝義君） 直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 20億円につきましては、５年後、これが合併特例の特例が切れる

という時点でのものでございまして、27年度予算につきましては約２億円の普通交付税の減が

予定をされております。ですから、２億円の段階でのこういった取り組みということで、５年

先の20億円につきましては、これは確定ではないんですけれども、去る11月11日の報道等で

20億円の６割は国が一応確保していきましょうというような報道もなされておりますので、

20億円がひょっとしたら８億円に変わるかもしれないというところもあるわけでございますか

ら、今の段階では２億円に対する４つの重点目標をやりましょうということでございます。 

○委員長（北川勝義君） 平もわからんのに勝手におめえ言うなよ、おめえ、新聞に出とる

て。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） いろいろおっしゃっていただいても財源がないのは確かで、尐子・

高齢化で人口が減尐していく、この間の９月の議会の中での御答弁でも、尐子・高齢者関連の

事業施策の予算というものは、平成20年度対比にして、この５年で27％ぐらいふえているわけ

ですよ。27％ぐらいふえているにもかかわらず、市民税27％ふえているかってそんなにふえて

ませんし、私たちの収入、赤磐市の歳入も27％ふえてませんということになったら、27％部分

もどっかから持ってこなきゃいけない。その上に、このたびの20億円が８億円になって12億円

がまかりそこに戻ったにしても、これ財源足らないのは当たり前のことで、この重点課題の頭

のところには、将来にわたり本市が持続的に発展していくためということで、これは継続して

いく事業ですよね、これからも、市長がおっしゃられているのは。この何年かだけやりますよ

というような、ロケットブースター的な単発の事業じゃないはずですよ。ということは、これ

から永続的にこの事業をやっていくということになれば、安定財源が必要になってきますよ。
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ないじゃないですか、安定財源。できるんですか、これ本当に。僕はそういうぐあいにちょっ

と懸念を持ってまして、この内容じゃちょっと納得できないというか、もうちょっと細かく御

説明をしていただく必要というのがあるんだろうなと思います。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、意見としてまた今後のあれにしてもらうということに

してください。きょう市長おられんのじゃけど、副市長でも本当これできるんかというて聞き

てえというのもあるんじゃけど、そこまでのあれはねんですけど。 

 ただ、僕も一般質問するんで一般質問の話、３月の定例議会のときには医療、福祉というの

も言うとったんじゃ。この中に医療やこう入ってねんじゃけどな、医療やめたんか。いやい

や、これ重点課題で、重点課題じゃねんか。直原課長、立て板に水で言よんじゃけん言うてみ

い、ちょっと。副市長より先に言わさにゃあおえん、平君に。 

 直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 福祉、医療、こういったものの扶助費につきましては、障害関

係、高齢者関係、先ほど佐々木委員御指摘のように、合併当時に比べれば二十数％……。 

○委員長（北川勝義君） 違う、そんな話しょんじゃねん。何でねんならというだけ聞きょ

ん。そねん、市長じゃねえ、市長おったら聞いてあげるけど。 

○財政課長（直原 平君） 済いません。 

○委員長（北川勝義君） 何でねんならということを聞きょん。 

○財政課長（直原 平君） 予算編成方針につきましては、10月１日を迎えるに当たり市長と

協議をいたします。その段階で、市長協議の結果、この４つ、ことしも重点項目でいきましょ

うということで、今回ここに載させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 副市長、３月の定例議会で言うた、おめえ、教育改革、市制10周

年、医療、福祉、子育て、教育、生活環境、市民サービス、やる言うたんじゃけど、これはう

そじゃな、ほんなら。いけしゃあしゃあと、今直原課長の話を聞いたら、市長は今度はそうい

ううその話をせられるんじゃな。これは重要な話じゃからな。委員会でただ言うた、委員会で

もおえんのじゃけど、本会議で言うてきて新聞にどっと出たことが、それが、おめえ、こねえ

な簡単に10月１日市長と話をしてこうなりましたというて。市長呼び戻せ、せえじゃったら。

そねえな委員会じゃねえど、おめえ。 

○委員（佐々木雄司君） 政策方針の転換ならしっかり説明してもらわにゃいけん、そりゃ。 

○委員（下山哲司君） じゃから、軽いいうん。 

○委員長（北川勝義君） 今言うのが、子育て支援じゃとか、中には農業担い手確保といろい

ろ書いてあるから、それはわからんこたあねえんじゃ、この中行きょんのは。じゃけど、僕の

言うた医療、福祉は、今医療が日本全国でも108億円とか50％が福祉の金要りょうるわけじゃ

ろ、日本政府で、国ベースの話でも。せえで、今度は医療もやっていくというて、これ言わに
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ゃあええんじゃ、医療やります言うたのに。直原課長、言ようることわかる。副市長、わかり

ょうるかな、今言ようること。上げとったが、まあ、一般質問で聞くけどな。これじゃったら

いけんで、こういうことを。せめて委員会へ出されるんじゃったら、どっかの中へ入れてなか

ったらおかしいど、おめえ。 

 せえから、さっき佐々木委員が、同僚委員が言われた今後も続けていくんじゃ、10周年事業

は単発にさせんためにはいろいろ施策をしていかにゃあおえんけど、10周年事業はこれで終わ

りじゃがな、27年度で。こんなもん継続して28年も11周年事業せられたら笑われらあ、おめ

え。うちらの人やうちの関係じゃったら50周年する、75周年するとかというて節目節目やって

きたんじゃ。 

○委員（下山哲司君） 言おう思うたのを委員長皆言うて、わしのうなってしまう。 

○委員長（北川勝義君） ああそうか。ほんならやめらあ。 

 ちょっと、医療だけ。僕、何でこういうこと言ようるというのも、いろいろ考えがあって言

よんじゃけど、医療が一番大事なんじゃねん、言うちゃあ悪いけど。ごみも道も水も、何やか

んや、医療が一番じゃろ、生きていくのに。それをないがしろにしとるというのは。直原課

長、余りいじめよったらちょっとまた嫌われるけど、おめえ、ここへ、将来重点課題だった

ら、おめえ、市長に言うてから、市長何を考えとんな、３月の定例議会でこう言ようりました

がなというて持っていって言うちゃらにゃあいけんで。池本部長も総務部長もそう思わんか

な。 

○委員（下山哲司君） そりゃあ、差しかえてもらわにゃあおえん。 

○委員長（北川勝義君） こりゃどうも。一つ何かあってもええような。きょうは委員会じゃ

けえ、佐々木委員が言われたので出してくれたと思うんで、物すげえプラスになっとることな

んじゃけど、こればあ時間とりとうねえんじゃけど、ちょっと副市長どねえなんで。副市長は

相談なかったんかな、あったん。今、副市長の名前出さなんだけど、副市長も入れとかにゃあ

おえんわな。 

 内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） 貴重な御意見、御指摘ありがとうございました。 

 決してここに掲げております４本柱以外の医療、福祉政策をおろそかにしているものではご

ざいません。尐子・高齢化対策等々、重要な施策もございます。限られた予算の中で、ただい

ま御指摘をいただきましたように、医療、福祉関係の施策の推進につきましても最大限の努力

をしていきたいというふうに思います。内容につきましては再考をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 副市長、後でええんで、僕もうやめようと思うけど、僕は北川市政

ニュースというのを11月に発行したんじゃ。そこへ熊山の市民診療所と吉五地区の医療体制、
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下山委員も言うてくりょうる、そのことをずっと書いて、次はしてくれるという、うそばあ書

きょうることになってしまうけんな、全然せんというたら。やっぱそりゃあ、副市長が言われ

たけど、副市長、そこらぐれえちょっと修正してくださいよ、今調べたんで。ちょっと今思い

ましたんで。僕のはよろしいです。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません、もう一点あるんです。ごめんなさい、落としてまし

て。 

 いろいろあれをやるこれをやるとおっしゃっていただいていて、ここのところは、予算編成

方針ですから、あれをやりますよこれをやりますよということを書いていただいているんだと

思うんですが、今言ったように、どう考えても財源確保がすんなりいくとは思えない。借金に

頼らない市政運営をしていただくということになれば、どこからその財源を持ってくるのか、

ここのところが多分行財政改革を推進するという２番の部分になってくるんだと思うんです。

ということになれば、これはちゃんと財源が確保できるんですよという説明をしていただかな

きゃいけない。このものに関してこれだけの予算が必要になると、そのものはどこから持って

くるのか、どこの部分を見直していくのか、こういうような話がなかったら、ここに書いてあ

るものが、ああ言葉だけですか、今の話じゃないですけどもちょっと信憑性の乏しい、いや本

当にこれできるんですかと、将来永続的に市が発展するような事業としてそこに存在させるこ

とができるんですかっていう心配が私の中で起こってしまうんです。だから、次回にはそこら

辺のところをしっかりと説明できるように御用意いただきたいと思いますよ。じゃなかった

ら、来年の３月の議会の中で当初予算として出されたときには我々審査しなければいけないわ

けですから、その審査のときに何もわからないのに、ああああ、数字が出てきたな、こんな事

業あるんだな、ああ、プラス・マイナスを収支と、歳入歳出が合ってるんだな、ああそうです

か、なるほどねっていうわけにはやっぱりいかない、この内容じゃ。と思うんで、何らかの

形、近いうちにここら辺のところをどのように不足する財源を確保していくのか、ここのとこ

ろの説明をぜひ細かくしていただけたらと思っております。これ要望なんで。僕の考え方とし

て。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと。すぐ終わります。 

 僕聞き漏らしとって聞こうかなと思うんじゃけど、全体的な話なんじゃけど、数字の書き

方。何万円とか何千万円とか書く場合と千円、最初じゃったら、人事院勧告のとこじゃった

ら、見たら3,840万円とかというて書いとるが。小数点がねんじゃ、コンマが。せえで、今２

カ所ねんじゃけど、ほかあるんじゃけど。それから、ほかの見ようて、僕も行政が長かったと

いうたらおかしいんじゃけど、使い方が千円って書くんじゃ。38,400千円と書くんじゃ。どっ

ちかに統一したほうがええんじゃねん。ばらばらで、こっちのとこは万のとか、千のとこがあ

る。例えば、がんばる地域交付金やこうじゃったら千円でこう書くわけじゃ。わかるかな、言
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ようること。行政の書きょうるの、そういう書き方しょう。何万円ですることはねえが。ここ

のとこだけ何万円ってなっとんじゃ。それで、何万円じゃったらコンマが要るような気もする

し、100万円じゃったら1,000千円と書こう、普通。そういうなんで、そういう書き方に統一し

てほしいと思うんじゃ。それ、100万円じゃとか、ばらばらになって、わかるかな、言ようる

こと。僕はどうも聞きょうたら恥ずかしいけん聞くまあかと思うたんじゃけど、そうしてくれ

たほうが見やしい。数字は千円で書くんが普通じゃと思うてな。 

○委員（下山哲司君） 前にも一遍それ……。 

○委員長（北川勝義君） 何かおかしいんが。 

○委員（下山哲司君） 話出とんじゃけど……。 

○委員長（北川勝義君） やってなかろう。 

○委員（下山哲司君） やってくれてない。 

○委員長（北川勝義君） 何千万円と万円というたらちょっと感じが違うんで。そりゃあ、副

市長、今後のときにちょっとあれやってくださいよ。済いません、統一してほしい。 

○委員（澤  健君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） 済いません、平成27年度当初予算編成方針についてお聞きしたいんで

すけど、これ、私が見た限り平成26年度の当初予算編成方針の概要版と全く同じなんじゃない

かというふうに思ってるんですけど、もし何か変更点があるとすればどこを変更してなぜそう

いうふうに変更したのかをちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） また元気出す。 

 はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 確かに澤委員おっしゃるとおり、編成方針につきましては個々の

かなり分厚いものを職員には出しております。ですから、これは概要版でございますけれど

も、数字がどうこうというところは、先ほども申し上げましたように総合計画も現在新しいも

のを作成中ということで、その基本となるのは総合計画でございますから、これは同じような

ことになってございます。 

 それから、２番目の中長期計画見通し、それからアクションプランにつきましても、昨年、

今の時点ではまだアクションプランの作成中でしたから、ここが変わっておるといえば変わっ

ておるところでございます。 

 重点課題の推進につきましては、先ほども申し上げましたように、市長の方針といたしまし

て、先ほど福祉のところが入ってないという御指摘もございましたけれども、４つで概要版は

つくらせていただいている。しかしながら、予算編成方針、これにつきましてはもう数字は年

度ごとにその対応したものに変えている、枠配分も変えているというところでございます。 
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○委員（澤  健君） わかりました。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 先ほど委員長が言うてしもうたんじゃけど、重点課題の推進の中で４

番目の市制施行10周年記念事業、こねんなもんが重点課題に入るんかな。一遍何かちょっとし

たら済むようなもんが赤磐市の４項目の重点課題。へえで、委員長が言うたように、３月の施

政方針やったときにやったやつぐれえは入れにゃあいけまあ、ここへ。特に医療やこうは、ぼ

っこうしゃべっとるよ、市長、見てみられえ。そんなんがのうて、特に吉五地域は今医療過疎

が尐し改良されたけど、すぐできたら次がやめられるのはわかっとんじゃから、またもとへ戻

るんじゃから。そういう中で、もうこねえなもんが重点課題推進に載るんやこうばかにしとる

な。やるんなら、赤坂支所、熊山支所、廃止するぐれえ行きゃあええんじゃが。それで金を生

み出してほかへ充てるとか、それぐらい重点課題で出すんなら重点課題で。何が市制10周年記

念事業が重点課題なら、ばかにしとるぞ、こりゃあ。こねんことがあって……。まあ、よう考

えてまた差しかえてくれりゃあええけどな。もうかっとくるな、こりゃあ。 

○委員長（北川勝義君） 参考意見でよろしいな。 

○委員（下山哲司君） 次へ行かせてもらいます。 

 へえで、中長期の６億円の中に、教育長、Ｂ＆Ｇの1,000万円は入ってなかったんか、入っ

とったん。その辺をきちっと、どういう考え方でおるんか。この前言うたように、市長が教育

委員会へ振られたんじゃけど、これは教育委員会やこうでは諮らんの、こういうものは。教育

長は教育委員の代表なんじゃろうから。そこで選考されて出てきとんじゃろ、あなたは。市長

があんたというてしたんじゃねえ、教育委員の中の互選になっとんじゃろ。教育委員会で相談

しとんかな、これは、Ｂ＆Ｇやこう。それで、特に1,000万円を持っとって、ほかに、1,000万

円のこれをやめるということになれば、次のかわりのほかのもん何かこさえとんかな、

1,000万円受け持っとるの。これ全くうそになるよ、６億円やこう、そういう考え方すりゃ

あ。副市長もそうよ。そういう物の考え方をちょっと変えてください。 

○委員長（北川勝義君） 誰が答弁するんかな。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育次長。 

○教育次長（奥田智明君） 先ほど下山委員のＢ＆Ｇの効果額につきましては、27年度に

480万円程度見込んでおりました。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員、よろしいか。 

○委員（下山哲司君） その金額の件はよろしい。考え方のほうを教育長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長に答弁もらえということじゃな。 

○教育長（杉山高志君） はい、委員長。 
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○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 下山委員の質問に対して、今即答がすぐできません。いろいろ考え

てみているんですが、このアクションプランに上げている四百数万円、これに対して他をどう

するか、どう削減していくかというのはまだ検討中であります。 

 以上であります。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 指定管理で1,100万円ほど減額できるというのを出されて、それでそ

れには人事もついとんじゃろう。人事が３人あっこに置かれとんじゃから、その人事もあった

り、それからそういう６億円のこともあったり、それから教育委員会にはこういうことを諮っ

て相談はせられんのかというて今聞いたんじゃけど、教育委員会ではどういう意見が出とんで

すか、教えてください。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育次長。 

○教育次長（奥田智明君） 教育委員会のほうには報告はさせていただきましたが、報告とい

うことで意見は出てないということです。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） いつ報告したんですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 教育委員会議のほうへのＢ＆Ｇの指定管

理者制度導入についての報告につきましては、６月と、それから10月に進行状況をお話しさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 教育委員会、会議は毎月あるんでしょ、教育長。 

○教育長（杉山高志君） はい。 

○委員（下山哲司君） 毎月ある中で６月と10月に報告して、教育委員、意見がなかった、何

にも。そねんな教育委員やめっしもうてもらえ、もう。何のために銭を払よんなら。意見をせ

んような教育委員が何になるん。ばかにしとるな。ちいと優しゅう優しゅう教育委員会に向け

て物を僕は言ようたんじゃけど、あなた出るから。じゃけど、もっと真剣にやってもらわにゃ

あいけんよ。教育委員会というたら、おめえ、町の宝を預かっとる部署じゃろ、子供を。その
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代表たる者がルールもきちっと守ってやれんような者がしょうてどねんするんで。子供に申し

わけが立たんじゃろう。そう思うんですが、どうですか。 

○委員長（北川勝義君） 前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 先ほど教育委員会議に状況等と報告をし

ながら、教育委員さんのほうから御意見はどうだったかということですが、当然アクションプ

ラン等に盛り込んだそういったことからの、早く指定管理に向かっていかなくてはいけないと

いう御意見もいただいた中で、教育委員会議のほうへはこちらの総務文教委員会でいろいろ御

意見をいただいている、御心配をいただいておることを御報告させていただきました。そうい

った中で、教育委員さんのほうもそういった、この総務文教委員会でいただいた御意見をちゃ

んと整理しながら進んでいったほうがいいというようなことでは御意見をいただいとるという

のが現状の姿です。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員、よろしいか。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） ほんなら、教育委員さん、その10月のときに、ほんなら延期すりゃあ

ええというて、Ｂ＆Ｇについてはというて、そういう答申の話が出たんですか、教育委員会

で。その辺は、教育長、さっきから触れられんのじゃけど。部下にばあ触れさせちゃあおえん

が。あなたへ聞きょんじゃから。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 総務文教常任委員会での御意見、要するに管理委託をしようとする

場合、利用料金制をとっておりますので、それがはっきりしてから出すという方向でまとまっ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） じゃから、教育長が受け持っとるＢ＆Ｇの対案は銭をそれだけできん

のんじゃから、1,100万円も減額ができんようになったんじゃから、ほかでできるんですか、

何かという。それは教育委員会はせんけどほかの部署で、産建のほうでやってもらうんじゃと

いう話ですか。そういうことにはならんでしょう。じゃから、その辺をもうちょっときちっと

した、なれ合いの話ばあじゃなしに、なれ合いでなけにゃあいけん部分ときちっとしゃべらに

ゃあいけん部分があるんじゃから、その辺はきちっと説明してもらわにゃあ、わしらここへ来

る意味ねえし。遠いんから来ょうる、わしが一番遠いんじゃが。そういう、聞いたことぐれえ
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きちっと答えてくださいよ。 

 それから、やっぱし運営しょうる教育長じゃから、あなたの意見を交えたもんも回答くださ

いよ。都合が悪いことには話を途中で切って、また検討したい。検討してからせにゃあいけん

のでしょ。人事にしても予算にしても事業内容にしても、検討してからでしょう。出してみて

おえなんだら引っ込めるんですか、いつも。そういう形態をこれからとるんですか、ずっと。

それを答えてください。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 基本的には、私たちは２回、総務文教常任委員会へ提案をいたしま

した。委員会での御意見を踏まえて私たちも執行していこうということでありますので、決し

てこの方向性は変わっておりません。 

 ただ、先ほども申しましたが、利用料金制を提案をしている以上、それがはっきり固まって

から再度提案をさせていただきます。もうそれしか今ありません。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） ほんならというて、前にも言うたように、委員長が言うたら下げる、

副委員長が言うたら下げる、ほかの委員の意見は聞かんのかな。ほかの委員の意見を聞かずし

て委員長、副委員長が言うたら下げると、そういうふうにしか受け取れんのんじゃけど。ほし

たら、多数決で諮って、やったほうがええとか、延ばしたほうがええとか、意見まとめとんか

な、あんた。自分、言われた意見をそのまま受け取って、おめえ、そのままやるようなことで

どねえなるん。どこに尺度があるん。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 総務文教常任委員会では多数決はとっておりません。その場の全体

の様子の中で委員長がまとめてくれました。私はそれが総務文教常任委員会の総意だと感じて

おりました。 

 以上であります。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 委員長になしるんか。 

○委員長（北川勝義君） いや、下山さん、ちょっと発言に気をつけてえて言わなんだら、こ

っちも言い出すぞ、しめえには。 

○委員（下山哲司君） そう言うてもらやあええが。 

○委員長（北川勝義君） 言ようることは。下山さん、皆さんの意向で聞いて、あなたが反対
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とか賛成とか言よんじゃねえ、委員長、副委員長がつけた言うけえ。これはしょっぱなの予算

を上げていくときに、何遍も同じことを言ようる。使用料上げるときどうできるんならという

話から出て、利用料が減ったときの利用料の話から出てきたこって、受けるほうも、事業量が

減って使用料が減ったら、それは被害こうむるのは当たり前になるんじゃ。そのときどうする

んなら、そういうことも考えてもらわにゃあおえんと。それで、やっぱり高うなりゃあ、何の

見务りもせん言うたけど、吉五あるんと、近隣の瀬戸町の話が出たんかな、瀬戸にというても

やっぱりそういうことになったら困るんじゃねえかという話で、教育委員会のほうが検討し

て、皆さんもそういう意見が多いかってそういうまとめであって、そこで指定管理をやめると

かじゃのうて、どういう検討すりゃあという話をやられて、執行部のほうが考えてやられて出

されたのを、委員長が副委員長がというて、そりゃあ言うのは自由でええんじゃけど、それだ

け権限あって委員長が言うたらすぐしてくれる、副委員長がしてくれるというのはでえれええ

えんじゃけど、そうやったらこれからもしてもらわにゃおえんじゃけど、今そう思うたんで。

それで、下山さんの言わりょうることはあなたの考えで堂々とやられりゃあええと思うんで、

とめることも何もねえしやっていただきゃあええんで。ただ、意見的に、勘違いのを言うたと

きだけはわきまえて言うていただかにゃあおえんのん。 

 それから、違うて教育長のほうも答えらりょんのも、別に委員長になしったとかということ

は思うとりもしませんし、ただの総意じゃったんじゃねえかと思うとんで、考え方の背景は利

用料金の減額、そして利用料が減額になったときには最悪の場合、こしょう、かかってくるん

じゃねえかという話で、そのときの返答は、それはもう指定管理の話じゃなかったわな、その

ときは。利用料金は10月、11月、12月見させてもろうて、翌年度それで調整してみるという

て、皆さんの利用者つかまえてということで、その上に踏まえて指定管理の話も出たりして、

そうじゃねえかという話から皆さんが話ししょうたらなったんじゃと思うんで、そこのとこは

誤解のねえように。 

 それで、今使用料のとこあってわかった、前田君か次長かちょっと説明してくれりゃあええ

んじゃけど、どうじゃったかな、あのときには。 

○教育次長（奥田智明君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 施設の使用料の条例改正のときのことだと思いますけども、教育

委員会のほうの提案として、市内同じような施設、これの使用料、例えばグラウンドであった

りプールであったりアリーナであったり、そういうとこの使用料がばらばらでございましたの

で、同じような施設、整備内容等を踏まえまして、またことしＢ＆Ｇのほうについてはプール

の改修、またグラウンドのネット等の改修等で本当に大きくリニューアルします。そういう中

で、市内同じような施設と利用料金はやっぱりそろえたいというふうなことから、条例改正を

提案をさせていただきました。その中で、委員さんのほうからいろいろ御意見をいただきまし
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た。なぜ吉五のＢ＆Ｇの施設等が市内の他の施設と比べて安い状況にあるのかというふうな話

から、同じような内容であっても地理的なことがあるよということから、中には吉五が遠くて

も料金が安いから使わせてもらうんだというふうなお話もあったと思います。もしこれで市内

と同じように料金を上げるとなれば、やはり使用というのが尐なくなってくるのではないかと

いうふうなことから、とりあえず料金を上げる条例については来年、27年４月１日からさせて

いただきたいけれども、約半年間、そういったものをじっくり、利用なさる方の御意見等も伺

わせていただいて、利用が尐なくなったり、それから不平、不満が多かったりとするような利

用者の意見を十分聞いて、半年ほど様子を見させていただいた中で、次の、利用料金をそのま

ま存続するのか、またやはり減額する必要があるのかというふうな見きわめをさせていただき

たいというふうなことでお願いをして、条例改正、27年４月１日から現行については条例改正

をさせていただいたということであります。本当に来年、半年間、10月ごろまでしっかり利用

者の声を聞いた中で再度検討をさせていただき、下げるかそのままいくかという判断をさせて

いただくということで、また委員会のほうにも御提案をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 料金が安い高いというて、ここからＢ＆Ｇまで行って往復の油代を算

用してみい、利用料と。どっちが多いんか。そねえなもんが、おめえ、そういう利用料がどう

じゃこうじゃ言う話じゃありゃあせんがな。油代のほうが高いんじゃけん、利用料より。

200円、300円を利用料というんで。1,000円もかけて油代要って、こっから行くわけねんじゃ

けん。 

○副委員長（松田 勲君） いや、それじゃったら、こっちを使うじゃろって……。 

○委員（下山哲司君） じゃから、いやいや、あんた、わしがしょんじゃけん、まだ。あんた

がせんでええ、わしが話ししょんじゃから、向こうと。 

 じゃから、そういう問題で、そりゃあ、これにこういうにひっつけたらそういう話しかな

い。じゃけど、そういうもんじゃないんじゃ。基本的に、ほんなら６月と、おめえ、10月に、

こういう案を出すときに同じ年度内で、おめえ、考えずにしとったんか、ほんならそういうこ

とを。そういうことも踏まえた中で料金と指定管理とやっとんじゃろ、事業計画を。ほいで、

ほんなら何でそういう話になったらすぐ、料金が高かったら来んからそれを見きわめてえとい

うて。ほんなら見きわめてなかったんか、それするときには。そうじゃろ。その辺がおかしい

んじゃねんかというて言ようる。そう簡単に、ちょっと変わった話があったら引っ込めるじ

ゃ、予定しとることをやらんじゃ。ほんなら６億円やこうやめりゃあええんじゃが、へえなも

のをやらず。行き着くまでやりゃあええんじゃ、行き当たりばったりでするんなら。そういう

ふうな受け取り方をしとんじゃということなん。行き当たりばったりでええんだったら、６億



- 30 - 

円やこうせんでもええ。銭が底ついて行き当たるまで行きゃあええ、行き当たりばったりじゃ

から。するんならするように、計画的にやることは、推進するというて言よんじゃったら推進

せにゃあいけんのんじゃないというて言よん。それ、矛盾しとりゃあへん、教育長。あなたが

まとめをしなさい、まとめを。 

○委員長（北川勝義君） まとめれるわけねえ。 

 松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 済いません。ちょっと入って申しわけないんですけど、この話は

ちょうど下山さんがおられんかったときの委員会のときに多分……。 

○委員（下山哲司君） いました。 

○副委員長（松田 勲君） いたんですかね。いないときもあったでしょう。 

○委員（下山哲司君） 全部入って見とります。 

○副委員長（松田 勲君） おられんかったときに１回あったと思うんですけど、最初の料金

の話があったときに、そのときはおられたかどうかわかんないですけど、例えば私も子供がＢ

＆Ｇでやっておりましたけど、Ｂ＆Ｇに行きょうたのは安かったから行きょうたんです。それ

が同じだったら、桜が丘球場とか赤坂とかそっちを使いますよ。さっきガソリンのことを言わ

れた。ガソリンを使うんだったらこっちでやるほうがいいけど、でもこっちは料金が高いのと

利用率が高いんでなかなかとれないというのもあって、安いからということでガソリンを使っ

てでも吉五を使ってた。それを、同じ料金だったら皆こっちを使うじゃないですか、さっき言

うたガソリンのことを考えれば。だから、そういった意味で、同じように上げるのはいかがな

もんかという話が前回あって、でとりあえずこれをやらせてくれえと、やってみて、来年もし

今の時期に利用率が下がるようだったら検討させてくださいということで、前回議会で通させ

てもらったと思うんです。その後、指定管理の話が出て、最初の料金のときには指定管理の話

は出てなかった。 

○委員（下山哲司君） じゃから、その話ししょんじゃから。 

○副委員長（松田 勲君） だから、その中で、上げて実際利用者が使ってない状況の中で指

定管理にするのはいかがなもんかという話が出たんです。そういったいろんな意見が出た中

で、執行部がその意見を聞いて判断されたんだと私は思うんですけど。だから、いろんな、こ

の議会で、委員会でこういった意見を聞いて、最終的に議案出されても判断されるのは執行部

のほうでしょうから。だから、我々の意見も聞いた上での判断だと思うんで、それはおかしく

はないと思うんですけど。その上で執行部のほうから答弁いただければと思います。 

○教育長（杉山高志君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 私たちは執行部で原案をつくりました。それをこの総務文教常任委

員会にもお諮りをして、御指摘をいただいた点もしっかり考慮して方向を決めました。決して
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私たちだけで進めていけるものでもありません。皆さんの理解を得ながら進めてまいりたいと

思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん、またあれが来られたときやってください。 

○委員（下山哲司君） 最後。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 教育長、前回のときにも市長にも言うたんじゃけど、じゃから同じ年

度内で片一方はこの条例して片一方はこっちの予算しとんじゃ。整合性は考えずにしょんか

と、行き当たりばったりなんかというて聞いとん。年度が違うんだったら言わんよ。同じ年度

内に２つを出して、ほんならちょっとした意見があったら、子供がここから行ったからという

て何人なら、それ、あのうちの。松田副委員長が言うたように……。 

○副委員長（松田 勲君） 利用率が下がる……。 

○委員（下山哲司君） そんなんウエート的にな。 

○副委員長（松田 勲君） 同じ金額……。 

○委員（下山哲司君） じゃから、この前も市長に言うたように、どっちのウエートが重たい

んか、何が大事なんか、それをよう考えて、もうこっから先きょうは言わんから。やってくだ

さい、恥ずかしゅうねえようにな。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、次の教育委員会に移ります。何で今教育委員会のこと言

ようたん、何でな。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育次長。 

○教育次長（奥田智明君） 教育委員会から、別冊資料にありますように、補正予算につい

て、それから各課の報告ということで、それぞれ関係の所属長が来ておりますので説明を申し

上げます。よろしくお願いします。 

○教育総務課長（藤五和彦君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 藤五課長。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 教育委員会の資料の１ページをお願いいたします。 

 12月議会に上程予定の補正予算につきまして説明させていただきます。 

 まず、教育総務課の歳入でございます。 

 ①の幼稚園保育料の減額475万2,000円につきましては、国の減免制度拡充等による保育料の

減額でございます。この幼稚園の保育料につきましては、国の制度改正に基づきまして第２子

を第１子の半額、第３子を無料といたしております。 

 次に、②の幼稚園就園奨励費補助金85万円につきましては、先ほど①で申し上げました幼稚
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園保育料の減免額に対する国の補助金を増額するものでございます。 

 次の③のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金85万円の補正につきましては、

６月に購入しました電気自動車の購入費に対しまして電気自動車普及のための補助金が交付決

定となったことによるものでございます。 

 次に、④スマートコミュニティ基金繰入金112万7,000円の減額につきましては、当初予算の

ほうで電気自動車の購入の財源といたしましてスマートコミュニティ基金からの繰入金を全額

見ておりましたけれども、入札による減額並びにクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費

補助金が交付対象になりましたので、基金繰入金を減額するものでございます。 

 次の⑤の建物災害共済の保険金743万6,000円につきましては、赤磐市内で７月に発生した雷

によりまして市内の小中学校におきまして自動火災報知機の基盤損傷などの被害を受けまし

た。このたび、建物災害共済金の額が確定いたしましたので、歳入補正するものでございま

す。該当の学校は山陽小学校、笹岡小学校、高陽中学校でございます。 

 次に、歳出でございますけれども、①の一般管理費事務局費の22万7,000円の減額につきま

しては、電気自動車の入札残を減額するものでございます。 

 次の②の一般管理事業、小学校費の276万5,000円の補正につきましては、平成27年度に小学

校の通常学級、特別支援学級の児童の増、学級増が見込まれるために、新年度の４月からの学

級運営ができるよう必要な備品を年度内に整備するための補正でございます。該当の学校は山

陽東小学校、桜が丘小学校でございます。 

 次に、③の一般管理事業、中学校費の293万6,000円の補正につきましては、これも平成27年

度に中学校の通常学級、特別支援学級の生徒の増、学級増が見込まれるため、必要な備品を購

入するための補正、それから特別支援学級増に伴いまして教室の改修が必要になってまいりま

すので、修繕費を補正するものでございます。該当の学校は桜が丘中学校でございます。教育

総務課の関係は以上でございます。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 学校教育課、12月補正予算の概要を説明させていただきま

す。 

 歳入については、当初予算で赤磐市が行っていた学校支援にかかわる事業が県の補助対象に

決定したことによる増額補正が主なものです。また、歳出につきましては、防犯カメラ設置な

ど緊急対応の事案にかかわる増額でございます。 

 それでは、１ページの歳入から説明させてもらいます。 

 ①明るい学校づくり支援事業県補助金35万6,000円でございますが、小５、中１の児童・生

徒の心理検査費用を当初に計上しておりましたが、岡山県の明るい学校づくり支援事業補助金

の対象になったので増額するものです。２分の１の補助でございます。 
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 ②防犯カメラ設置支援事業県補助金30万円でございますが、赤磐市としては、児童・生徒の

登下校の安全・安心対策、不審者対策として計画的に防犯カメラの設置を計画しておりまし

た。今年度は高陽中学校、桜が丘中学校の校門付近に防犯カメラを設置しましたが、岡山県の

防犯カメラ設置支援事業補助金の対象になったので、増額するものでございます。１台15万円

の補助です。 

 ２ページのほうに移ります。 

 ３番、つまずき解消サポート事業県委託金41万4,000円につきましては、当初は予定してい

なかったものですが、全国学力・学習状況調査の結果を受けて、岡山県が３学期に市内の小学

校、中学校に学習支援員を配置し、学級担任等の補助を行う、つまずき解消サポート事業を行

うことになり、委託金としての増額です。委託期間は１月から３月です。 

 続いて歳出です。 

 先ほど説明しましたつまずき解消サポート事業委託金と関連しまして、サポート事業委託金

に関する歳出を①に書いております。３学期の市内の小中学校に配置する学習支援員の報酬の

増額です。 

 ２番、３番については、緊急対応の予算となります。 

 ２番、生徒指導総合実践事業に関連して、防犯カメラ購入費として549万7,000円を計上する

ものです。市内の小学校、中学校に、児童・生徒の登下校時の安全対策及び学校への不審者侵

入対策のために防犯カメラを設置するための増額です。当初は、３年間程度で校門付近に設置

を計画していましたが、倉敷や神戸の事件を受け、校門付近に防犯カメラのない学校に緊急に

設置するものです。１台の単価については、各校の設置場所にもよりますが、平均40万円前後

となります。なお、３月補正において、１台15万円の岡山県防犯カメラ設置事業補助金を予定

しています。 

 最後に、３番ですけれども、一般管理事業に関して臨時職員賃金208万4,000円を計上しま

す。２名の幼稚園職員が病気休暇、病気休職に入り、３月まで代員を雇用するための賃金でご

ざいます。 

 学校教育課は以上です。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） それでは、社会教育課からお願いをした

いと思います。 

 あかいわ山陽総合流通センター整備事業に伴います長尾地内の山の間遺跡の発掘調査費用に

関することをお願いしたいと思います。 

 歳入につきましては、民間事業者の発掘調査委託料189万4,000円の増額であります。 

 歳出につきましては、平成27年１月から３月までの発掘調査の経費、同じく189万4,000円の
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増額であります。 

 債務負担行為につきましては、この事業が平成27年１月から平成27年５月までの５カ月の予

定であります。平成27年４月、５月の２カ月分につきましての241万8,000円についてを債務負

担行為としてお願いしたいものです。なお、４ページに位置図をつけておりますので、ごらん

いただけたらと思います。調査面積は1,380平米、調査期間が平成27年１月から27年５月まで

ということであります。 

 以上、社会教育課からです。 

○中央公民館長（土五道夫君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、館長。 

○中央公民館長（土五道夫君） それでは、中央公民館のほうから歳入補正について説明させ

ていただきます。 

 先ほど財政課長の直原課長から御説明ありました、平成26年７月19日に発生した落雷事故の

ことでございまして、中央公民館もキュービクル等が落雷により損傷いたしまして、それに伴

う建物共済災害の保険金が確定いたしましたので、それを補正させていただくようにしており

ます。955万2,000円の歳入でございます。 

 以上でございます。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） センター所長。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 学校給食センターからは、一般管理事業歳出の

増額162万2,000円をお願いしたいと思います。 

 平成27年度ですけれども、東学校給食センターにおきまして、山陽東小学校及び桜が丘中学

校の通常学級の増加、また全体的に児童・生徒の数の増加によりまして、それに伴いまして食

缶、食器等、またコンテナの購入費の増額補正をお願いするものでございます。 

 給食センターからは以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） それでは、続きましてスポーツ施設の利

用状況等についてということで報告をさせていただきたいと思います。 

 資料のほうは５ページからということでお願いいたしたいと思います。 

 まず、指定管理者制度の導入をしておりますふれあい公園ということで、施設ごとに簡単に

状況を御説明させていただきますと、総合体育館につきましては、９月までの実績であります

が、５月を除きまして前年並み、または利用者が尐し増加している状況であります。５月につ

きましては、例年行われていた大きな大会が12月に移動したというようなこともありまして、

尐し減になっているというような状況であります。 

 それから、屋内プールでありますが、これはほぼ前年並みの利用状況であるというふうに思
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っております。 

 それから、トレーニングルームのほうにつきましては、４月を除き徐々に利用者のほうがふ

えてきております。こちらにつきましては、口コミで評判が上がり人数が伸びているというよ

うな状況かと思います。この指定管理が始まって以来、トレーニングルームには常駐のインス

トラクターがついておりまして、そういうこともありまして尐しずつ利用者に好評であるとい

うふうに聞いております。 

 それから、フィットネスコートのほうです。これはテニスのほうの利用者でありますが、全

般的に尐しずつ利用者が伸びている状況であります。 

 多目的広場につきましては、尐し全体的には減尐傾向であります。これの傾向といたしまし

ては、通常サッカーであるとかホッケーの定期団体さんのほうが主な利用者でありますが、そ

の利用団体そのものの方々が尐し減尐しているというようなことがありまして、１チーム１チ

ームの人数が減っておりますので、そういったところで通常どおり使っていただいております

が、全体的には減ってきているというような状況がうかがえております。 

 それから、休憩所、園内の施設につきましては、尐し月によってばらつきもあるんですが、

平均的には前年並みで推移しているかなというふうな状況です。 

 はぐっていただいて、６ページをお願いいたします。 

 桜が丘運動公園の野球場についてであります。ちょっと減尐しております。ことしは大きな

大会が雤で中止になったというようなことで、こういった数字になっているのが原因でありま

す。 

 それから、下の桜が丘運動公園運動場ですが、こちらにつきましても平均的に減尐の傾向で

あります。４月、５月に大きなサッカー、野球、そういった大会があって、数字は伸びている

んですが、８月、９月には毎週のように来ました台風、そういったものの影響を受けまして、

大きな大会が中止になったこともありまして、数字が落ち込んでいるというような状況です。 

 また、グラウンド・ゴルフ場につきましては、運営のほうは非常に定着しておりまして、平

均的に数字が伸びております。 

 西山グラウンドにつきましては、ばらつきがありますが、ほぼ定期利用者の方によりまして

前年並みの使用状況であるというふうに思っております。 

 なお、グラウンド・ゴルフ場の会員券につきましても前年並みで推移しております。桜が丘

の運動場のテニスコートにつきましては尐し増というような状況であろうかと思っておりま

す。 

 ７ページのほう、ごらんいただけたらと思います。 

 こちらは、コナミスポーツ＆ライフさんの実際の自主事業というようなことで募集をされて

実施した実績であります。いろいろとこういった研修室、フィットネスアリーナ、プール、各

施設を使って有効的な運動教室といったものを募集されて、実績的には上がっております。結
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構利用者の方は楽しみにされているというようなことで、今後下半期につきましても、利用者

のほうの増加に向けまして教室のほうを運営されるというふうに聞いております。 

 それから、資料８ページ、９ページをお開きいただけたらと思います。向きを変えていただ

けたらと思いますが。 

 こちらにつきましては、前回いろいろと苦情であるとか、そういった要望、そういった声は

どうかというようなこともいただきました。いうようなことで、今回資料をつけさせていただ

いております。まず、８ページはグラウンド・ゴルフ場の状況です。こちらにつきましては、

小さい利用者の声というようなことで、鍵がかからない、それから施設の放送の音がうるさ

い、日よけが欲しいというようなことで、全て実際に指定管理者のほうで対応がすぐできたと

いうようなことで状況を伺っております。 

 それから、９ページのほうがふれあい公園関係のいろんな利用者の声というようなことでま

とめさせていただいております。全体的には同じような複数の意見もいただいておりますが、

特に４月、５月の前半戦ではプールに関しますいろいろ御意見をいただいております。水が汚

れている、それから尐し更衣室等にごみが落ちているというようなこともありまして、指定管

理者のほうもミーティング等重ねまして、いわゆる清掃業務の強化というようなことで実施し

て解決をしております。現在は非常にきれいだなというような御意見もいただけるような状況

であるというようなことを聞いております。 

 それから、お客様の声を聞くというような形で声の箱というようなものを設置されておりま

す。プールの入り口へ１カ所、それから正面入っていただいてロビーの始まりのところへ１カ

所、計２カ所置かれております。こちらにつきましても、現在まで24件程度の御意見をいただ

いているということで、これはもう小さなことから、それから逆にとてもいい施設ですよと

か、お褒めの内容もあるというようなことで聞いております。また、すぐ解決できるような内

容につきましては、その横にボードを設置しておりまして、お声をいただいてお答えを返せる

内容につきましてはそのボードのほうで答えを返すというような方式でやっております。とい

うようなことで、今回ふれあい公園とグラウンド・ゴルフの半年間の状況の報告をさせていた

だきました。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 図書館のほうから、本日２点御報告等させていただきます。 

 まず、お手元の資料10ページからごらんください。 

 赤磐市立図書館におけるインターネットサービスについてというものをつけさせていただい

ております。まず、皆様本当によく御存じだと思いますが、インターネットまたフィルタリン

グ等について、今回長所と短所などをいま一度そちらのほうにつけさせていただきました。ま

たお時間のいいときにお目通しください。 
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 次のページですけれども、赤磐市立図書館の利用者用インターネット端末のセキュリティー

に関する考え方をまとめたものをつけさせていただいております。こちらも御一読ください。 

 そして、その後ですけれども、13ページからつけさせていただいている資料です。こちらは

赤磐市立図書館の利用者用インターネット端末のセキュリティーの状況についての表になって

おります。表の見方ですけれども、まず一番左、こちらにはカテゴリーとして項目の大枠が入

っております。次はそのカテゴリーに含まれる内容的なもの、そして右から２つ目の枠、見直

し前、見直し後と上に書かせていただいておりますが、こちらの一番右端が現在の状況になり

ます。この表の中、規制とあり、灰色になっているところが現在規制がかかっているものにな

ります。このたび、佐々木委員さんのほうから御指摘をいただきまして、いろいろと検討を重

ねさせていただき、利用者サービス充実のため、平成26年９月30日をもちまして変更をさせて

いただいております。こちらの現在の規制の状況ですけれども、岡山県立図書館に準じており

ます。調べものに対してはほぼ遜色なく御利用いただける状況になっているのではないかと考

えております。 

 なお、フィルタリングの方式ですけれども、現在岡山県内のあらゆる図書館の状況を調査さ

せていただいております。方式につきましては、もうしばらく調査させていただき、それぞれ

導入されている県内の図書館から状況をお聞きするなどして、前向きに検討させていただきた

いと考えております。 

 それからもう一点、今回添付資料としてつけさせていただいております。そちらは、あす皆

様に御参加いただきます図書館の視察の資料になります。 

○議会事務局長（富山義昭君） 済いません、手元のほうへまだありますので。 

○中央図書館長（三宅康栄君） わかりました。 

 それでは、あすの資料のほうを添付資料として後ほど配付させていただきます。あす行って

いただきます今治市立図書館ですけれども、赤磐市の図書館と同じように中央館ほか地区館３

館から運営されている複合館運営ということになっております。全館導入の時期は若干ずれる

んですけれども、同じように業者によりただいま運営されております。 

 こちらの今治市立図書館の一つの特徴といたしまして、指定管理制度の一つの大きな特徴で

あります指定管理期間というものがございます。第１期の５年間が終わり、６年目にはまた違

う業者により指定管理されているという一つの大きな特色を持っているのではないかと思いま

す。あすは早朝から１日になります。皆様には大変御足労をおかけいたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 質問に入る前に一、二点だけお願いしておきます。 

 教育委員会のことにつきまして、特に予算面のほうが大変多いと思います。このことについ
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ては、皆さんもよく御存じだと思いますが、事前審査に当たらない程度で、若干報告というこ

とで聞き流すというたら失礼ですけど、していただきたいと思いますんで、御了承願いたいと

思います。どうしても大事なとこは聞かれても結構だと思います。答えれるところは執行部の

ほうで答えていただければと思っております。 

 それから、きょう言いました埋蔵文化財の発掘調査事業で、債務負担行為で27年１月から５

月までいくというとこの、あかいわ総合流通センター整備に伴う発掘調査、そこを昼食が終わ

って１時過ぎから現場へ視察させていただくようにしております。一応委員会は閉めさせてい

ただきまして行かせていただくとしております。そして、その場所のすぐ隣がＵＳＳの、今企

業誘致をしとる会社なので、そこも時間があれば見させていただくということで計画させてい

ただいておりますので、委員の皆さん、関係者、出席をよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど三宅館長が言われたのが、９時に赤磐市発なんで、必ず時間厳守で９時に

来ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 それから、入る前に１つ私のほうから先に確認だけさせてもらいたかったんですけど、財政

のほうとかいろいろ、くらし安全課のほうで聞きゃあえかったんですけど、どっか２つだけ、

直原課長が言われたんかな。避雷針じゃねえ、あれを２カ所つけたから、それでその分だけは

対象外じゃったと言うたんじゃけど、ほかのとこは皆ついとんかな、今全部のとこ。ちょっと

それだけ確認だけ。学校というんが、今の赤磐の施設というたらおえんけど、うちの関係のと

こだけ。 

 水原課長。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） 防災無線につきましては、雷よけはついております。 

○委員長（北川勝義君） 防災無線ええちゃ。学校のことを聞きたかった。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） あ、済いません。 

○委員長（北川勝義君） 学校のことが。 

 藤五課長。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 現在、済いません、把握しておりません、申しわけない。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、僕が思うたんが、２つつけたというようになっとろう。 

○教育総務課長（藤五和彦君） ええ。 

○委員長（北川勝義君） それ直原課長が別予算じゃ言うたが。それだけ対象外じゃというて

言うたが。 

○財政課長（直原 平君） 共済の対象になってない……。 

○委員長（北川勝義君） 対象になってねえからというて。あとは皆ついとんかなと思よった

んじゃ、一覧表見たら。ほんなら、藤五課長、次のときの委員会までに。 

○教育総務課長（藤五和彦君） はい。次のときに報告させていただきます。済いません。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと報告してください。入ってなかったら、共済が出るという
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て言うても大分支障があるで。それは総務文教に関係のとこの施設の、図書館や給食センター

は当然ついとると思うんじゃけど、確認の上、どうなっとるか、公民館とかというのも調べ

て、次の委員会でよろしいんで一覧表で、教育次長だけじゃねえわな、教育長や総務部長、教

育次長のほうで一覧表でお願いしますんで。よろしいか。 

○教育次長（奥田智明君） わかりました。 

○委員長（北川勝義君） じゃあ、お願いします。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。昼が12時半ぐらいに食事をとって出させていただ

くという、12時40分でもいいんですけど、そのくらいにしておりますんで、よろしくお願いし

ます。 

 今、12時40分ぐらいに出発言うたんですけど、車のほうが今ほかのことで使用しとるんで、

ひょっとしたら12時50分になるかもしれないと局長が言われましたんで、そろい次第出るとい

うことでしておりますんで、よろしくお願いします。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 学校給食センターと、こう名前が出たんで、ちょっとついでにお聞き

しとくんですが、前に電気の、熊山の契約の分の報告が最終的にいただいてねえように思うん

じゃけど。どういう状況になったんかな、結局契約は。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、久山所長。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 東学校給食センターの電気料の契約の関係です

けど、昨年の状況を踏まえまして、契約電力を650キロワットで昨年度は契約しておりまし

た。その状況を見て、いろいろ、デマンドコントローラーとかで監視しながらいきまして、こ

の６月１日に580キロワットの契約に下げて契約をしております。また、現在いろいろ監視中

でありまして、来年度はもう尐し下げられるんじゃないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） せえで、１つ言うとったのが、見込みの契約なんじゃから、確定した

時点で、計算でいやあ70キロ分の減額のあれは交渉したん。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） 中国電力にもその件を確認しました。東学校給

食センターのほうは500キロワット以上の容量の契約になります。昨年度650キロワットで契約
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しておりまして、そこまではデマンド値が上がってないんですけど、その差額については、

500キロワット以上の契約については返していただけませんので、その辺は確認をしておりま

す。 

○委員（下山哲司君） 返してくれん。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと言い方がわからん。下山さんはようわかるんじゃけど、わ

しらはわからんけん、ちょっとわかりやすう。わからんで。 

○委員（下山哲司君） あの、最初……。 

○委員長（北川勝義君） あんたが説明しょうたらおえまあ。まあええわ、ちょっと説明して

ん、わからんけん。 

○委員（下山哲司君） いやいや、最初650で見込みで契約しとって、実際にデマンドコント

ローラーの判断によって運用しょうるから、運行を、じゃからその差額が出るはずじゃから、

それは交渉して契約をする時点でまけてもらいなさいよという話をしたんじゃ。じゃけん、ま

けにゃあいけん義務がある、向こうに、法的には。それがわからなんだら通産に言うて、まけ

てくれんのじゃ言やあまけてくれらあ。 

○委員長（北川勝義君） 所長。 

○中央学校給食センター所長（久山勝美君） その辺の話は、毎月１回担当の方がいろいろ説

明に来てくださいます。前の月の使用料とかいろんなことの関係で資料を持ってきてください

ます。そのときに交渉というか、その話をしましたが、650キロワットで基本料金を契約して

いますので、その650キロワットに、昨年度でしたら1,700円弱ぐらいが１キロワットの基本料

になります。それの650キロワット掛ける1,700円程度が基本料になってしまいますので、その

辺の料金の返還というのはできないというふうに説明を受けております。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、所長、下山さんのをとるんじゃねえんじゃけど、下山さ

んが言よんのは、僕らよりそのことよう知っとるから、一遍昔聞いたことがあって、ことしに

なってこの間言い出して思うたん。徳光課長じゃった、たしか所長じゃった。ずっと立て板に

水で言うようたが、おめえ。なってねえんで交渉してみます言ようたんじゃから、今言よんの

は、下山さんがようけ払うちゃれという話ししょんじゃのうて、ちょっと使うてねん安うなる

ということを言よんじゃから、中国電力のほうへ、センター長で久山所長でおえにゃあ副市

長、この話はちょっと一遍してみてください。勉強してみて、わかる話ができるんじゃと思う

んじゃ。ちょっとでも赤磐市が安うなることはええこっちゃから。担当とわからんわからん話

じゃのうて。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） アドバイスじゃねえけど、通産へ出しとる中国電力の運営規定という

のがあるん。その中へお客様と協議の上というのがついとんじゃから、お客様がせえじゃいけ

ん、こうしてくれというて言うたら聞かにゃあおえんようになっとんよ。じゃから、それをき
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ちっと、あれやこう中国電力の味方じゃからあれよ。そんなこっちのほうへ乗ってくれりゃあ

へんよ、今の管理者は。 

○委員長（北川勝義君） 110万円ほどじゃけん、110万5,000円じゃけんな。 

○委員（下山哲司君） じゃから、言えばそういうふうな規定があるんじゃから。 

○委員長（北川勝義君） 下山さんが言われたんと同じで……。 

○委員（下山哲司君） まあ、努力してみてください、もう。 

○委員長（北川勝義君） 検討して、所長聞いて、それから市としてもやってください。お願

いします。 

○委員（下山哲司君） 古うなったらおえんようになるけんな、早うせにゃあ。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（佐々木雄司君） これまた続くんでしょ、帰ってきてから。 

○委員長（北川勝義君） いや、続かん続かん。 

○委員（下山哲司君） 委員長、１つだけよろしいか。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 今これ見せてもらようたら、９ページの中へプールの底に藻が発生し

ておりますという。せえから、極度に汚いのがあるんじゃけど、藻やこうというのは、薬品管

理した水の中へ藻が生える。想像を絶するんじゃけど。薬品管理したものの中へ絶対藻やこう

生えんけどな。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） ここへはお客様の声をそのまま書いてお

るということもありますが、確かに４月、５月につきましては、指定管理者のほう、尐し清掃

のところがおろそかだったといいますか、そういうふうなとこがあったようです。複数の方か

ら御意見をいただいたというようなことで、スポーツ振興課といたしましてもそこは厳重にや

ってほしいというようなことで、再度薬品の管理、ロボットクリーナー、そういったものを使

って現在はやっております。ということで、現在は改善できているというふうに思っておりま

す。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） ろ過器の管理が徹底できてなかったんじゃねんじゃろうかと思う。そ

れでなかったら、こんなこと絶対起きんけんな。普通の水だったらあるけど、薬品処理しとる

水に藻やこうができるんやこ絶対ねんで。一般に、吉五なんかは、小学校なんかは川の近くの

五戸から水とりょうるけんな。五戸水使うた、お金が高えから。そういうてしょうる。じゃけ

ど、やっぱそういうなんに最初はある可能性はある。じゃけど、通常使ようるもんに藻ができ
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るというんやこうは絶対あり得ん。その辺はよう管理してください。もうそれ以上言いませ

ん。 

○委員（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません。学校教育課になります。 

 学校教育課の中で２番の防犯カメラ30万円、歳入。歳出のほうが549万7,000円ということ

は、この歳入というのはこの歳出の549万7,000円に充当されるもんですか、別のもんですか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） まず、１ページの歳入なんですけれども、これは当初におき

まして防犯カメラの購入を予定し防犯カメラを購入いたしました。桜中と高陽中のほうに設置

をいたしました。それに対して、県からの補助金が30万円出されたものでございます。 

 歳出につきましては、これは倉敷や神戸の事件を受けて緊急に学校の校門付近に防犯カメラ

を、この補正が通りましたら設置するための歳出でございます。そして、最終的に３月には１

台15万円程度の県の補助、この歳出についての補助は出るというふうに予定をしております。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 学校の校門付近、校門付近って言うんですけど、校門付近には先生

いらっしゃるんじゃないん。むしろ目が届かないようなところ、例えば通学路の集団登校をし

ていらっしゃるところを綿密に調査をすれば、どこで子供が１人になるのか、最終的には２人

が１人になってどっかになると、そこがやっぱ危ないわけで。とか、また見通しの悪いような

ところ、そういった町の中でそういうようなスポットがあるところにカメラを設置するべきじ

ゃないんですか、そういう論法であれば。それがどうして校門付近というような形を強調して

言われているのか、そこしかだめなんですか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） この防犯カメラにつきましては、まずは不審者対策というこ

とで、設置場所については校門付近ではなくて西門とか裏門とかいろいろあると思いますが、

今予定をさせていただいとるのは、まずこの補正においては学校の校門とか学校周辺の通学路

付近、校門を含めてそういったところを予定をさせていただいております。ほかに通学路で危

ないところとかそういうのもあるんではないでしょうかという御指摘があると思いますが、そ

れにつきましては、今後また検討もしていかなければならないものと考えております。 

○委員（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 
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○委員（佐々木雄司君） であれば、ここに「児童・生徒の登下校時の安全対策及び」ってこ

れ前へ来てますから。こう書くべきじゃないんじゃないんですか、これ。「不審者対策及び」

じゃないんですか、じゃあ。書き方云々の話っていうのは非常に大切だと思いますよ。これだ

と錯誤を起こしますよ。聞いてよかったなと思いますけど、そういうことなんですね。 

 もう一点、あそこの指定管理。もう、すぐ僕出てこない、名前が。何でしたっけ。 

○副委員長（松田 勲君） ああ、ふれあい公園。 

○委員（佐々木雄司君） ふれあい公園、ごめんなさい。ふれあい公園のほうなんですが、先

ほど利用者の状況を御説明いただくときに、口コミが広がっていて利用者がふえているようで

すと、こういったお話をしていただいたんですが、口コミで利用者が向上しているって、何を

根拠にそんなことをおっしゃられてるんでしょう。社会的背景で、ちょっとみんなの景気とい

いますか、経済的に余裕が出てきたから、それでちょっとみんな心にゆとりが出てきて体でも

動かそうかなみたいな感じの、そういうような社会的背景は考えられないわけですか。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 先ほどの説明の中で、口コミでふえてま

すと御説明をさせていただいたのは、トレーニングルームの関係でそういうふうに説明をさせ

ていただきました。これにつきましては、コナミさんのほうが実際に口コミでふえてますとい

う情報を私のほうが聞いたものですから、そのことを御報告をさせていただいたんですが、や

はりコナミさんのスタッフさんも事務所の窓口、そしてトレーニングルーム、プール、そうい

ったところでかかわられる方とできるだけコミュニケーションを図りながらそういった運営を

するというような形を基本で思われております。その中で、肌で、お話をしたりする中でそう

いう情報を得たというようなことを言われておりましたので、これは私が口コミでというふう

に説明させていただいたのは、コナミさんのほうがそういったような形で実際に上がっている

という実感のものを私どもが聞いたということで御説明をさせていただきました。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 僕もジムは週３回ぐらい、ウエートトレーニングを含めてランニン

グから、週３回ぐらい行くんですけども、おっしゃいますが、そのトレーニングルームで時間

もまちまち、朝の早い時間行ったり昼間行ったり夕方行ったり夜行ったり、その時間帯によっ

て利用者、来られている方の年齢層も違うんですが、午前中とか昼間行きますと高齢の方々が

結構いらっしゃってますよ。そういう方々に、じゃあ何の指導というか、コミュニケーション

もとらずに器械を動かせないですよ、どんなになれていらっしゃる方であっても。ということ

になったら、当たり前のことを当たり前のようにしなければいけないことをおやりになられて

いるんだろうと、コミュニケーションというのは。何を言いたいのかといいましたら、７ペー
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ジのコナミスポーツ＆ライフの自主事業、ボティコンバットだとかフィットネスアリーナだと

か、研修室開催分であるとかプール開催分であるとかフィットネスコート開催分であるとかっ

ていうふうにだあっと書いていただいてますけども、これは特別なことじゃないですよ、特別

なことではない。何を僕が申し上げているのかっていいましたら、あれだけ指定管理の入札を

行うときに、プレゼンテーションしていただいたときに、５社だったか６社だったか、各社そ

れぞれの持ちを持ってばあんと出してきて、ここのコナミさんが選ばれたわけですよ。そのと

きに選ばれた理由っていうのは何であったのか。ほかのところより突出したものがあったから

ここが選ばれてるわけじゃないですか。当たり前のことを当たり前のようにしていただくこと

ではなくて、ほかの会社にできないようなあっと驚くようなアイデアがここにはあるんですよ

と、こういうことで選ばれてるわけですよ。でも、やってることというと普通のことじゃない

ですか。これだと、ほかの企業に任せても僕は全く同じ事業評価で出たと思いますよ。 

 その証拠に、何を根拠にそんなことを僕が申し上げているかっていいましたら、ふれあい公

園お客様の声、９ページです。ここのところに、いろいろお声をいただいてそれに対して対策

をしましたよということが書かれてます。でも、ここに書かれているようなことというのは、

申しわけないですがスタッフが気づいてやるべきことでしょう。スタッフ会議というのもおや

りになられてるわけですよ。ということになったら、その中で、事務所内というか施設内の管

理する人たちの心配りだとか、利用者に対する、赤磐市民のもっといい利便性を高めなければ

いけないという情熱によってこういなものは解決しなきゃいけない。でも、お客さんの声で解

決してるんだと、これはもうスタッフが死んでるようなもんですよ。これじゃあ指定管理をこ

この会社に任せた意味って本当にあるのかなって僕思ったりしますね。 

 で、もう一点。今度は図書館のほうなんですが、セキュリティールールというものを見直し

ていただいて、規制が緩和されているところがあるというところは当座評価はできるのかなと

思っていますけども、私が申し上げていたのは、当然ながら見えるものが見えない、本来規制

が強過ぎてほかの図書館では見えるようなサイトが見ることができない、ここのところに入り

口はあったわけだけども、それをどうしてそういうことになっているのかというところを追及

していくと、このフィルタリングソフトの方式と特徴、11ページの部分、ここのところがうち

の赤磐市はほかの図書館の運用とはちょっと違うような内容のものがあった。その違うような

内容というものが、余りにも行政が一般市民の方々に対してのお考えに入り込んでいく、こう

いうような体制があることが問題なんじゃないんですかと、僕はこのように申し上げたわけで

すよ。だから、結局ここのところが、規制のところが見直しになるというのが最終的には目的

であるんだけども、その途中経過というものも重要であって、行政として一般市民の方々の思

想、信条であるとか、どういったものを見たいであるとかというようなものに関して一々一々

チェックを入れるっていうのが、僕はやっぱりおかしいと思う。ここのところがやっぱおかし

いですよっていうのが僕の指摘なんで、先ほどほかの近隣するところとよく確認をして、今後
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このことについては見ていくんだということでありましたから、それを早急にその考え方とい

うのを出していただいて、赤磐市の方式というのを一日も早く出していただきたいとお願いを

申し上げるところでありますけども、僕は前々から、前回から御指摘をさせていただいてると

いうのはそこの部分であるというところだけはお間違えにならないように、ぜひともお願いを

申し上げたいというところです。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 実は、この間のときに松田副委員長と私と図書館のほうへ行かせていただいて、教育次長と

か三宅さんの、中で説明受けたり、短い時間じゃった、またお話しした中でいろいろ言わりょ

うることもわからんこたあないんですけど、県の方針も緩和してきたりいろいろ変わってきょ

うります。その中で赤磐市独自の考え方もあるが、しかし我々の委員さんが言った中でこれが

正しいとかというのは今後検討してもろうて、先ほど三宅館長が言われたように、規制のとこ

を削除したというのも出ております、この中で。どれがええか悪いかというて、僕も一覧表を

見て、ああそうだなというのもありますし、まだよく理解できないとこもあります。それを今

後煮詰めていきたいというような、きょうも委員会で言われたんで、今後の課題としてやらせ

ていただきたいと思っておりますんで、御了承いただきたいと思いますんで。それから……。 

○委員（佐々木雄司君） 教育長のほうからちょっとそこら辺の方針を聞きたいです。 

○委員長（北川勝義君） 何が。 

○委員（佐々木雄司君） 方針を教育長のほうから……。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、今先ほど三宅館長が言われたんで、それは教育委員会の

中でこれからまだ煮詰めていくことになると思うんで、教育長からも意見聞け言うなら聞きま

すけど、そういうことで、考え方はそういう話になっとるということになりましたので、御了

承願いたいと思います。教育長、御意見ありましたら。 

○教育長（杉山高志君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 今三宅館長が申したことを私たちが一緒になって検討した結果の発

言でありますので、そういう方向でまいりたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） それから、もう一点ですけど、最後の今言うた指定管理のことがあ

って、ふれあい公園のことがあったんですけど、澤さん知っとるかもしれんけど、東大阪の長

田というとこでスイミングをやりょうたんです、私の関係のが。ただ、それはただ単にスイミ

ングだけじゃったから、コナミも何か最初のとき、まあ１年間は見てあげにゃあおえんと思よ

んです。待ってからまた評価、話しせにゃあおえんと思うんですけど、やりょうるとこはコナ

ミさんに北島さんが来る、誰が来るというて一遍も来たことねえ、見たこともねえし、何らね

んですよ。じゃけん、もう言うたんじゃったらやっぱしてもらわにゃあ、まあ１年待とうと思

よんじゃけど、まだ来てねえんじゃけど。例えばというたら、やりょうることは、奥田君も行
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ったことがあるけん、徳光君も行ったかもしれんけど、例えば１階にプールが、スイミングが

あったら、２階にはトレーニングがあったり、例えば飲食できるというんか、軽くお茶を飲め

るとかというようなとこもあったり、３階にはトレーニングや４階にトレーニング、いろいろ

ずっとしとりますわな。２階にはサウナ室があるとかというふうに。やっぱり複合的に１つの

こっちゃったら、なかなか来てもらえん。サウナせえとか言よんじゃねんですけど、いろいろ

なことも考えたり、ここへ出とる、ここの権限が、簡単な話でもっともっとやらなんだら、施

設を貸してやっとんじゃから、母屋貸して、軒先させて母屋乗っ取られるようなもんで、やり

方はあると思うんで、もっと利用をふやしてもらいてえと思う。こりゃあ１年待たにゃあおえ

んと思うんじゃけど、最初からどうこう言うんじゃねんじゃけど、やった、これがええとか、

最初はもうこれじゃねえといけん言うてやられたと思うんじゃ、指定管理、コナミさんの。誰

が来るかというて、来りゃあへんが、誰も。かえってＲＳＫやこうの絡みのとこじゃったらも

っとテレビよう出とるかもしれんかなと、今時分はちょっと今現在思い出したんですけど、で

きましたらこういうことをするというのを１年たったらやってもらいてえなというの、ちょっ

と考えがあったんで。１つだけじゃ思ようても。単純な話で時間を延ばしてくれとかというた

ら、赤磐市へ言うてくださいというて、何か指定管理どうもおかしい、赤磐市へと、こういう

話じゃのうて。 

 それから、先ほど佐々木委員が言われた話じゃねえけど、悪いというたら、どこのしょうる

ところは本気で見て回りょんですよ、清潔にして。それをやりょうらんというこっちゃねんじ

ゃ、ちょっとアイデア、指定管理しとんで１年待たにゃあおえんのんじゃけど、いろいろ出し

てもらわにゃおえんのじゃねえかなと思うたんで、こんなことの苦情箱のというような話を聞

くのは小学校の子がしょうるような話みてえなもんで、もっと行政も積極的にかかわって言う

ていただきてえなと思いましたんで。この間一遍視察しましたが、総務文教委員会で。あのと

きに意見出たというのが、もっと時間がありゃあな。やっぱりああいう意見がえかったんじゃ

ねえかなとは思うとんで。今後よろしゅうお願いしたいと思います。 

 次に移りたいと思います。消防本部のほう。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） それでは、消防総務課のほうから報告をさせてい

ただきます。 

 まず、資料にありますとおり、平成26年秋季火災予防運動行事の実施について説明させてい

ただきます。 

 11月９日から11月15日まで秋季全国火災予防運動が実施されております。赤磐市消防本部に

おきましても、お手元の資料１ページ、平成26年秋季火災予防運動行事実施表にありますとお

り行事を計画して実施しております。既に予防週間も後半に入り、終了しております行事もあ
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りますが、この期におきましては、新しい取り組みとしましてライフプラザ吉五で災害パネル

展を期間中開催しております。 

 また、本日、株式会社熊山リクシル製作所におきまして公開消防訓練を行いましたが、一日

消防署長、一日救急隊長を岡山シーガルズの選手２名に委嘱しまして、実施しました。 

 火災予防運動につきましては以上です。 

 続きまして、12月議会に報告案件として上程させていただきます市長の専決処分の報告につ

いて（資料）について説明させていただきます。 

 ２ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 10月の委員会でも報告させていただきましたが、その資料を作成しましたのでごらんくださ

い。 

 初めに、１としまして、事故の概要ですが、これは前回の報告のとおりです。その下に、事

故発生時の状況及び現場の略図を添付させていただきました。 

 続きまして、２、責任割合による負担額等でございますが、まず損害額につきましては、市

が147万円、相手方が17万6,000円となっております。その責任割合ですが、市が20％、相手方

が80％となっております。負担額につきましては、市は相手方の損害のうち、番号を振ってお

りますが、②掛ける③ということで３万5,200円を負担することになります。相手方につきま

しては、市の損害のうち①掛ける④の117万6,000円の負担になります。それから、当事者負担

額としまして、市のほうが１マイナス６の29万4,000円。これは車両保険のほうで対応してお

ります。相手方につきましては、２マイナス５の14万800円の負担となっております。 

 資料についての説明は以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。 

 委員の皆さん、質問はありますか。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） この１ページの火災予防運動行事の実施についてという中に、先日

山陽団地の中筋を、多分幼稚園児だと思うんですが、赤いブラスバンドのお洋服を着て、どん

どんばんばん火の用心ってやってたんですが、これ含まれてないんで、あれ何だったんです

か。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長、済いません。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） この表で11月７日金曜日のところ、上から……。 

○委員（佐々木雄司君） ああ、これか。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） はい。幼年消防クラブ防火パレードになります。 

○委員（佐々木雄司君） ああ、これじゃったんですね。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 終わる前に１点だけあったんで、これはくらし安全課にかかわるか、本当のこと言うたら建

設なんじゃけど、副市長、ほん４日ほど前に事故があったんですよ、吉五のザグザグの前で。

下山さんと危ねえ言ようたとこの。やっぱり入る者と出る者がおって、ザグザグやっぱ近過ぎ

て、もう県道美作のとこ、後ろから女の人が、岡山の方がお釜掘ったんですよ。それで、人身

事故はなかったんで、警察に言うたら、もう北川さん動かしてんというて、行くけん、ちょっ

と時間かかるからというて、うちの駐車場入れたというて動かさせたんです。結果的、話聞き

ょうて、やっぱりザグザグの入り口が近過ぎて、それで事故が、出る者がおったりするから急

ブレーキを前が踏む、後ろはわからんからどんと、消防車は事故じゃねえけど、大型車はもう

回っていきょうた。わかった、向こうはわからんから出たというような事故じゃねえんかなと

思うんで、ぜひ交通規制かどこになるんかわからんけど、ちょっと確認をもう一度してくださ

い、副市長。これはお願いなんで、一応言うてくれえというて、事故ばあが頻繁になっとん

で。 

 これで第13回の総務文教委員会を終わりたいと思います。 

 閉会に当たりまして、教育長のほうから御挨拶をお願いしたいと思います。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、杉山教育長。 

○教育長（杉山高志君） 本日は、予算案、各課からの事業の進捗状況につきまして、慎重に

御審議いただき、また御提言もいただきました。きょうはこの後まだ視察、あすはまた終日の

視察になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

 これで本日の委員会を閉会したいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、食事が終わり出発させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたしたいと思います。 

              午後０時28分 閉会 


